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ｒ三月革命」と官僚政治の相対的自立性の維持

　　　　　　　　〔革命期における憲法制定過程〕

三月前期のプロイセンにおける

「社会問題」と社会政策および中問層政策の展開（１１）

川　本　和　良

　これまで〔立命館経済学第３９巻第４号〕第２回合同州議会におげる４月８日の

選挙法→５月１日と８日の選挙今ブ ロイセン 国民議会の議員構成，について考

察してきたのであるが，以下ではプ ロイセン 国民議会を中心に，憲法制定過程

と制定された憲法の内容と性格とを，官僚政治の相対的自立性の維持との関連

で考察することが課題となる 。

　そのさい，まず制定された憲法の内容か，君主政原理（ｄａｓｍｏｎａ・ｃｈ１ｓｃｈｅ

Ｐ・ｍ・１ｐ）を中心に構成されていたのか，または議会中心の原理を中心に構成さ

れていたのか，を検討することから考察を始めたい。官僚政治の相対的自立性

の問題はこの問題設定と緊密に関連するからである 。

　君主政原理の古典的定式は，１８１８年のハイエル：■ 憲法第２章第１條，「国王

は国家の元首であり ，国家権力のすべての権利を一身に統合するものであ って ，

国王自身が与え，この憲法において確定された諸規定のもとに，これらの権利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
を行使する」であり ，国家権力が国王のみによっ て担われることを内容とする 。

　これに対して，議会中心主義は，プ ロイセン憲法の模範とされた１８３１年のベ

ルギ ー憲法第２５條，「すべての権力は国民に由来する 。これらの権力は憲法に

おいて確定された方法で行使される」に示された民主主義的，国民的正当性を
　　２）
前提に，１７８９年のフラソスの『人および市民の権利宣言』〔いわゆる人権宣言〕

第１６條の古典的規定，「権利の保障が確保されず，権力の分立か規定されない

すべての杜会は，憲法をもつものではない」に示されるように，権利の保証と

　　　　　　　　　　　　　　　　（７０２）
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　　　　　　　　　　　　　３）
権力分立を不可欠の内容とする 。すなわち，近代的立憲主義の原理は権利の保

障と権力分立を不可欠の要素として有するのであるか，ここでの課題てある官

僚政治の相対的自立性の問題との関連ではとくに権力分立が問題となる 。近代

的憲法は民主的に選出された国民代表により構成された議会か立法権を掌握し ，

議会立法に基づいて行政が執行され，行政が立法に基づいて執行されているか

否かを司法が監視するという議会中心の三権分立の規定をもたねはならず，こ

のばあいには官僚政治の相対的自立性の維持はあり得ないからである 。なお ，

ここては官僚政治の相対的自立性を問題とするので，三権のうち，とくに行政

権と立法権に焦点を当てて考察をすすめることにしたい 。

　ところて１８５０年１月３１日のプ ロイセノ 憲法（Ｖ・・ｆ…ｍｇ・ｕ・ｋｍｄ・ｆｕ・ ｄ・ｎ

Ｐ・・ｕＢ１・・ｈ・ｎＳｔ・・ｔｖｏｍ３１Ｊ・ｎｕ・・１８５０）ては，王権は国民による委託ではなく ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）「神の恩寵による（ｖＯｎ　ＧＯｔｔｅｓ　Ｇｎａｄｅｎ）」ものとされ，憲法自体は，１８４８年１２月

５日に国王が一方的に，自己の老大な国家権力のうちから付与し，欽定したも

のを（Ｖｅｒｆａｓｓｍｇｓｕｒｋｕｎｄｅｆｕｒ ｄｅｎｐｒｅｕＢｌｓｃｈｅｎＳｔａａｔｖｏｍ５Ｄｅｚｅｍｂｅｒ１８４８，ｓｏｇ ，

ｄ１・ Ｏｋｔ・０ｙ１・れｅ　Ｖ・・ｆ…ｍｇ），後述するように三級選挙法に基つく議会で修正し

たものであ って（ｄｉｅ・ｅｖｉｄｉｅ血・ Ｖ・・ｆ…ｕｎｇ），内容的にはベルギ ー憲法を模範と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
した條文を多く含みなからも ，形式的には上から与えられたものてあ った。ま

た， 統治と行政は君主政の手に留保された。大臣は議会の多数派の代弁考では

なく ，国王により任命，罷免され，国王の信頼のみに依存する助言者，助力者

であ った〔プ ロイセソ 憲法第４４條，第４５條〕。 そして両院の議員とともに，すべて

の国家官僚は国王に忠誠と服従の宣誓をし，憲法の誠実な遵守を誓う〔第１０８

條〕。 この点は，「三月革命」を経てもなお官僚政治の相対的自立性が維持され

る法的根拠を示している 。さらに，ヘルギー 憲法においては，軍隊の徴募方法

と定数，軍人の昇進と権利義務等は法律の規定に従うとされたのに対し／第

１１８，１１９，１２２，１２４條〕 ，プ ロイセソ憲法では，国王が軍隊に対する司令権を有

し〔第４６條〕 ，軍事に関する国王の一切の行為については大臣の副署を必要とせ

ず， いわゆる統帥権（ＫＯｍｍａｎｄＯｇ・ｗ・１ｔ）は超憲的な国王の留保権とされ，軍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
は憲法に対してではなく ，国王一身に対して忠誠を誓 った〔第１０８條〕。

　　　　　　　　　　　　　　　　（７０３）
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　以上のように，プ ロイセ：■憲法にあ っては，君主の支配が現実の支配であり ，

大臣や軍人や官僚は支配の道具であ って ，西欧的自由主義，民主主義に基つく

議会主義的統治形態と対置したばあい，国民が唯一の支配権を有せず，Ｏ．ヒ

ンソェ が指摘するようにブ Ｐイセノ立憲君主政は「プ ロイセノ ・トイ川こ特有
　　　　　　　７）
の」体制であ った。このように，１８５０年の憲法は，ブ ロイセンに立憲主義を導

入したのであるが，それは議会中心の近代的立憲主義とは異なり ，君主政原理

を中心とする「外見的立憲主義（Ｓ・ｈｅｍｋｏｎｓｔ１ｔｕｔ１０ｎ・１１・ｍｕ・）」

，すなわち官僚と

軍隊を自己の支配の道具とする「隠された絶対主義（Ｋ・ｙｐｔｏ－Ａｂ・ｏ１ｕｔ１・ｍｕ・）」

　　　８）
であ った 。

　ところが立法権については，１８４８年５月２０目のカ：／プハウセソ 内閣の政府草

案においても ，７月２６目のＢ．ヴ ァルデ ックを委員長とする国民議会の憲法委

員会（ｄ１ｅ　Ｖ・・ｆ…ｍｇ・一Ｋｏｍｍ１・・１ｏｎ）の草案においても ，また１２月５日の欽定憲

法， １８５０年１月３１日の修正憲法に抽いても ，ベルギ ー憲法第２６條を模範として
，

「立法権は国王と二つの議会によって共同で行使される 。国王と両院の一致が
　　　　　　　　　　　　　　　９）
すへての法律に必要である」とされ，君主政原理と議会中心の基本的相違を前

提としつつも ，ブ ロイセン憲法にはベルギー憲法の多くの條文が含まれていた 。

したが って ，立法権の規定にみられるように，法律的には君主政原理に基つき

ながらも ，現実の歴史の動向次第では，近代的議会中心主義へ移行することも

可能な條文が含まれていたのである 。まことに，Ｆ．ハルツゥンクの云うよう

に， 「一国の憲政は，…… その憲法典の語句によっ てというよりは，むしろそ

の国の歴史によって，その内部構造，その現実の諸勢力によっ て規定される」
　　　１０）
のである 。したが って ，以下ではブ ロイセソ 国民議会を舞台とする憲法制定過

程を，一方で君主的絶対主義時代以来の古い国家体制の担い手，国王，官僚層

と， 地主貴族より供給される将校団の動向と ，他方で「三月革命」期の下から

の民衆運動の動向とを視野に入れながら，この二つの動向に挟まれての国民議

会と内閣との対応を中心に考察をすすめることにしょう 。

　　１）Ｅ －Ｗ　Ｂｏｃ
ｋｅｎｆｅｌｄ

ｅ， ａ　ａ　Ｏ， １４８，訳，４９０～４９１べ
一ソ 。

　　２）Ｅｂｄ，１４８，訳，４９１べ 一ジ。なお，ベルギ ー憲法第２５條については，宮沢俊義編

　　　　　　　　　　　　　　　　（７０４）
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　『世界憲法集』岩波文庫，６２ぺ 一ジ ，をも参照せよ 。ベルギ ー憲法の條文につい

　ては，同書，５８～８５べ 一ジを参照せよ 。

３）樋 口陽一『比較憲法〔改訂版〕』青林書房，１９８８年，２７べ 一ジを参照せよ 。な

　お，『人および市民の権利宣言』については，高木，末延，宮沢編『人権宣言集』 ，

　１３０～１３３べ 一ジを参照せよ 。

４）Ｆ 　Ｈａｒｔｕｎｇ　ａ　ａ　 Ｏ， １５４，訳，３６０へ 一ノ 。

５）Ｅ －Ｗ　Ｂｏｃｋｅｎｆｅ１ｄｅ， ａ　ａ　Ｏ ，１４９，訳，４９３へ 一ノ。なお，以下の叙述において

　１８４８年１２月５日の欽定憲法の條文については，ＥｍｓｔＲｕｄｏ１ｆＨｕｂｅｒ（Ｈｇ）
，

　Ｄｏｋｕｍｅｎｔｅ　ｚｕｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｖｅｒｆａｓｓｍｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，Ｂ（１　１　Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｒ

　ｆａｓｓｍｇｓｄｏｋｕｍｅｎｔｅ１８０３－１８５０，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ１９６１，３８５～３９４，を参昭し ，１８５０年１月

　３１日のプ ロイセン憲法の條文については，Ｅｂｄ
．，

４０１～４１４，を参照する 。

６）Ｅ －Ｗ　Ｂｏｃ
ｋｅｎｆｅｌｄｅ， ａ　ａ　Ｏ ，１４９～１５１，訳，４９５～４９９へ 一ソ 。Ｃ －Ｆ　Ｍｅｎｇｅｒ

，

　ａ．ａ．Ｏ
．，

１３０，訳，１８４ぺ 一ジ 。

７）Ｏ　Ｈｍｔｚｅ，Ｄａｓ　ｍｏｎａｒｃ
ｈ１ｓｃｈｅ　Ｐｍｚ１ｐ，３５９Ｖｇ１Ｅ －Ｗ　Ｂｏｃ

ｋｅｎｆｅ１ｄｅ， ａ　ａ　Ｏ
，

　１４６，１５４～１５５，訳 ，４８８，５００～５０１べ 一ジ 。

８）Ｅ －Ｗ　Ｂｏｃｋｅｎｆｅｌｄｅ， ａ　ａ　Ｏ ，１５７，訳，５０４へ 一ソ。なお，フロイセノ 国民議会

　中央左派およびｒドイツ 新聞」１８４８年６月８日 ，１５９号（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｚｅｉｔｍｇ，Ｎｒ・

　１５９）の言葉ではｒ変装した絶対主義（ｅｍｖｅｒｋａｐＰｔｅｒ Ａｂｓｏ１ｕｔ１ｓｍｕｓ）」（Ｖ

　Ｖａ１ｅｎｔｍ，ａ　ａ　Ｏ ，ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ４５　Ｍａｎｆｒｅｄ　Ｂｏｔｚｅｎｈ舳，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｐａｒ －

　１ａｍｅｎｔａｒｌｓｍｕｓ　ｍ　ｄｅｒ　Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎｓｚｅ１ｔ１８４８－１８５０Ｈａｎｄｂｕｃｈ　ｄｅｒ　Ｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ　ｄｅｓ

　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｐａｒｌａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　Ｉｍ　Ａｕｆｔｒａｇ　ｄｅｒ　Ｋｏｍｍ１ｓｓ１ｏｎ　ｆｕｒ　Ｇｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ　ｄｅｓ

　Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｕｎｄ　ｄｅｒ　ｐｏ１１ｔ１ｓｃ ｈｅｎ　Ｐａｒｔｅｌｅｎ　ｈｅｒａｕｓｇｅｇｅｂｅｎ　ｖｏｎ　Ｇｅｒ
ｈａｒｄ　Ａ

　Ｒ１ｔｔｅｒ，Ｄｕｓｓｅ１ｄｏｒｆ１９７７，５１９）。

　　 ここで，本稿で使用する「外見的立憲主義」の概念について ，さらに立ち入 っ

　た説明を加えておきたい 。

　　Ｆ．エソゲルスはｒ外見的立憲主義」をつぎのように定義する 。

　　「プ ロイセンには，…… いまなお強大な大土地所有貴族のはかに，比較的若く ，

　しかもことのほか臆病なブルジ ョアジー がいる 。……だが，以上の二階級のほか

　に，急速にその数を増しつつあり ，いちじるしい知的発展をとげ，日々にますま

　す組織性をくわえつつあるブ ロレタリアートが存在する 。したが って ，ここには ，

　古い絶対君主制の基本條件である土地貴族とブルジ ョアジー の均衡とならんで ，

　現代のボナバルティズムの基本的條件であるブルジ ョアジーとプ ロレタリアート

　の均衡も見いだされるのである 。古い絶対主義君主制のもとでも ，現代のポナパ

　ルティズム 君主制のもとでも ，現実の政治権力は将校と官吏の特殊なカストの手

　に握られている 。…… 杜会の外部に，いわぱ杜会の上に立っているように見える

　このカストの独立性が，杜会から独立しているという外見をこの国家に与えてい

　　　　　　　　　　　　　　　　（７０５）
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　　る 。

　　　プ ロイセンで……こういう矛盾にみちた杜会状態のなかから必然的な帰結とし

　　て発展してきた国家形態は，外見的立憲主義である。この形態は古い絶対君主制

　　の，今日における解体形態であるとともに，ポナパルティスム 君主制の存在形態

　　 でもある。フロイセノでは，１８４８年から１８６６年までの外見的立憲制は，絶対君主

　　制の緩慢な腐朽を隠蔽し，媒介したにすぎなか った。しかし ，１８６６年以来，とく

　　に１８７０年以来は，杜会状態の変革が，それとともに古い国家の解体が万人のみる

　　なかで，ますます大規模にすすんでいる」と（Ｆｒ１ｅｄ
ｒ１ｃｈ　Ｅｎｇｅ１ｓ，Ｚ甘Ｗｏｈｍｎｇｓ

　　ｆｒａｇｅ　Ｍａｒｘ／Ｅｎｇｅ１ｓ，Ｗｅｒ
ｋｅ，Ｂｄ１８，Ｂｅｒｌｍ１９６２，２５８～２５９，フリートリソヒ　ェ

　　 ：■ゲルス［住宅問題』 ，マルクス＝エノゲルス 全集，第１８巻，大内兵衛 ・細川嘉

　　六監訳，大月書店，１９６７年，２５４へ 一ソ。 なお，Ｖｇｌ　Ｆｒ１ｅｄ
ｒ１ｃｈ　Ｅｎｇｅ１ｓ，Ｅｒｇａｎ －

　　 ｚｕｎｇ　ｄｅｒ　Ｖｏｒｂｅｍｅｒｋｍｇ　ｖｏｎ１８７０ｚｕ
，，

Ｄｅｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｂａｕｅｍｋｒ１ｅｇ
‘‘

Ｍａｒｘ／Ｅ阯

　　 ｇｅ１ｓ，Ｗｅｒ
ｋｅ，Ｂｄ１８，５１２～５１３，フリートリソヒ　エノゲルス［「トイソ 農民戦争」

　　１８７０年版の序文への追記』 ，マルクス＝エンゲルス 全集，第１８巻，５０４～５０５べ
一

　　ジ）。

　　　みられるように，Ｆエソゲルスはｒ外見的立憲主義」を古い絶対君主制が解

　　体し，ポナバルティズム 君主制へと杜会構成が移行するさいの，杜会の外部に ，

　　いわば杜会の上に立っているように見える国家形態として把握している。重点は

　　杜会構成の推移に置かれ，引用の前半部分に示されるように，杜会構成は階級構

　　成を基礎に構成される 。階級は経済的所得を基礎に構成され，階級構成は経済的

　　利害対立を示す〔近代資本主義杜会にあ っては資本家階級の得る利潤，賃金労働

　　者階級の賃金，地主階級の地代の相互関連と相互の利害対立〕。 したが って ，杜

　　会構成を基礎に国家形態や政治の動向を説明することは経済決定論，基底還元論

　　に陥る危険性をもっ ている 。国家形態や政治動向の相対的独自性に着目する時
，

　　政治構造〔国王の地位との関連における立法，行政，司法の組み立て〕が，行政

　　の担い手である官僚が国王の支配下に置かれているという構造をとるとともに

　　〔本稿では官僚政治の相対的自立性として表玩〕 ，軍隊もまた国王の支配下に置か

　　れていることを表現する「外見的立憲主義」概念の方が適切であると思われる 。

　　もとより ，本稿では官僚政治の相対的自立性に考察の焦点を絞っているので ，

　　「外見的立憲主義」の政治的側面に考察の重点が盾１かれ，軍事的側面は附随的に

　　のみ取り扱われる。このことは経済的利害対立と政治構造のあり方が，経済や政

　　治の担い手である階級や杜会集団や杜会層の相互関連を媒介に，相互に作用を及

　　〃まし合い，政治や杜会や経済の動向に重大な影響を与えることを否定するもので

　　はない 。

　　　本稿では，「外見的立憲主義」を，その政治的側面では，西欧的自由主義，民

　　主主義を基礎とする議会主義的統治形態との比較を基準として，憲法に基づく立

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７０６）
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憲主義には相違ないが，その憲法が君主政原理を中心としているがゆえに，近代

的立憲主義てある議会中心主義てはない，すなわち立憲主義ではあるか議会中心

主義ではなく ，君主政原理に基づくという意味で外見上だけの立憲主義として理

解し ，これに先述の軍事的側面を加えて「隠された絶対主義」として理解するこ

とにしたい 。

　なお，法律的には，ｒ外見的立憲主義制度（ｅｍｓｃ
ｈｅｍｋｏｎｓｔ１ｔｕｔｌｏｎｅ１ｌｅｓ

Ｓｙｓｔｅｍ）」は ，１８５０年１月３１日のフロイセノ 憲法における将来の執行立法の留保

（Ｖｏｒｂｅｈａｌｔ　ｚｕｋｕｎｆｔ１ｇｅｒ　Ａｕｓｆｕｈｍｎｇｓｇｅｓｅｔｚｇｅｂｍｇ）〔第５條（個人的自由），第

２６條（教育制度），第１１３條（出版の自由），第３０條（結杜法），第３６條（国内暴動

にさいしての武力の使用），第６１條（大臣の責任 ＝大臣が憲法侵害，汚職，背信

を行 ったさいの議会決議による起訴），第６５／６６條（上院の構造） ，第６９，７２條

（下院の選挙区域と選挙法），第１０１條（租税優遇），第１０４條（会計検査院）〕が満

たされなか ったという憲法の約束の不履行と大臣責任法（Ｍｉｎｉｓｔｅｒｖｅｒａｎｔ －

ｗｏｒｔ１１ｃｈｋｅ１ｔｓｇｅｓｅｔｚ）の欠如てもっ て根拠つけられている（Ｇ
ｕｎｔｈｅｒ　Ｇｒｕｎｔｈａ１

・

Ｇｒｕｎｄｌａｇｅｎ　ｋｏｎｓｔ１ｔｕｔ１ｏｎｅｌ１ｅｎ　Ｒｅｇｍｅｎｔｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢｅｎ１８４８－１８６７　Ｚｕｍ　Ｖｅｒ
ｈａ１ｔ

－

ｍｓ　ｖｏｎ　Ｒｅｇｌｅｒｍｇ，Ｂｕｒｏｋｒａｔ１ｅ　ｕｎｄ　Ｐａｒ１ａｍｅｎｔ　ｚｗ１ｓｃｈｅｎ　Ｒｅｖｏ１ｕｔｌｏｎ　ｕｎｄ　Ｒｅ１ｃｈ

ｓｇｍｎｄｕｎｇ　ｍ，Ｇｅｒ
ｈａｒｄ　Ａ　Ｒ１ｔｔｅｒ（Ｈｇ），Ｒｅｇ１ｅｒｍｇ，Ｂ皿ｏｋｒａｔ１ｅ　ｕｎｄ　Ｐａｒ１ａｍｅｎｔ　ｍ

ＰｒｅｕＢｅｎ　ｕｎｄ　Ｄｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄ　ｖｏｎ１８４８ｂ１ｓ　ｚ皿Ｇｅｇｅｎｗａれ，Ｄｕｓｓｅ１ｄｏｒｆ１９８３，４２　な

お， 著老は４２ぺ 一ソの註６において ，５５／５６（Ｂ１ｌｄｍｇ１Ｋａｍｍｅｒ）としている

が， ６５／６６の誤りである）。 以上の條文は基本的人権と権力分立にかかわるもの

であ って ，政治的には議会中心主義か，君主政原理か，にかかわるものと理解し

てよいであろう 。

　ところで，Ｅ．一Ｗ． ベッ ヶンフェ ルデは，西欧的議会主義的統治形態との比較

を基準としないで，ドイツ 憲法史の歴史的連続性に基づく正当性の見地に立 って ，

１８５０年のプ ロイセノ憲法公布からワイマール共和制に至るまでの時期を君主政統

治から国民主権への一連の妥協に基づく継続的移行期として捉える（Ｅ。一Ｗ．

Ｂｏｃｋｅｎｆｅ１ｄ
ｅ， ａ　ａ　Ｏ ，１５９，１６０，訳，５０７，５０９へ 一ソ）。 すなわち，Ｅ　Ｒフーハー

のいう君主制原理と代議制原理を結合して両者を止揚する一つの独自の政治形式

（Ｅｍｓｔ　Ｒｕｄｏ１ｆ　Ｈｕｂｅｒ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｒｆａｓｓｍｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ　ｓｅ１ｔ１７８９，Ｂｄ３，Ｓｔｕｔｔ

ｇａ耐１９６３，１３～２０）ではなく ，二つの政治彩式の力のバラソスが認められる中間

状態として理解する（Ｅ －Ｗ　Ｂｏｃ
ｋｅｎｆｅ１ｄｅ，ａ　ａ　Ｏ ，１５８～１５９・訳，５０６～５０７へ 一

ジ）。 この中間形態が立憲君主政という形態をとるのであるが，その出発点は啓

蒙絶対主義みずからか開始した内在的発展，君主自身の統治と君主による解放の

所産としてのプ ロイセンー般国法とプ ロイセソ改革であ った。もとよりフランス

革命とナポレオソ支配とい った外的刺戟の重要性を否定してはいないが，Ｅ．‘Ｗ．

ベッヶソフェ ルデは内在的発展の見地に立 って考察をすすめる（Ｅｂｄ ・・

１４９・訳
，

　　　　　　　　　　　　　　　（７０７）
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　　４９２べ 一ジ）。

　　　１８５０年のプ ロイセン憲法もこの延長線上で理解され，君主の現実の支配が立憲

　　主義的変容を受け，立憲主義的に制約されたとして ，つぎの四点を指摘する 。０

　　君主が憲法に拘束され，国家権力の所属と行使の区別が無意味であ って ，君主と

　　国民代表とは実質的に同格，同権であり ，紛争が生じたはあい，無媒介に対時し

　　た点，（２）ビスマルクは憲法紛争の過程で，後述するように欠鉄説
　　（Ｌｕｃ

ｋｅｎｔｈｅｏｒ１ｅ）を唱えたか，１８６６年の戦勝の後，議会に事後承認要請（Ｂｌｔｔｅ

　　 ｕｍ　Ｉｎｄｅｍｍｔａｔ）を出して紛争を終結させ，北トイソ 連邦憲法を経て ，１８７１年以

　　降のドイツ 帝国において，自由主義的予算権が永続的な勝利を得た点，　大臣

　　の，議会主義的答責性ではなく ，立憲主義的答責性（ｅｍｅ　ｋｏｎｓｔｌｔｕｔ１ｏｎｅ１１ｅ
，ｍｃ

ｈｔ

　　 ｅｍｅ　ｐａｒｌａｍｅｎｔａｒ１ｓｃｈｅ　Ｖｅｒａｎｔｗｏれ１ｌｃｈｋｅ１ｔ）の存在，＠１９世紀において，君主政

　　原理に正当性を与えたすべての理論，とくに王権神授の観念（ｄａｓ Ｇｏｔｔｅｓ
－

　　 ｇｎａｄｅｎｔｕｍ）は無内容なものとなり ，ある種の政治的機能を果すにすぎなくな っ

　　ていたこと（Ｅｂｄ ，ｍｓ
ｂｅｓｏｎｄ

ｅｒｅ 皿）。

　　　 Ｅ．一Ｗ． ベッ ケンフェ ルデと本稿での理解の相違はつぎの二点である 。第一は ，

　　前者かトイソ 憲法史の連続性の見地に立つのに対し，本稿では西欧的議会主義的

　　統治形態との比較の見地に立ち，フリードリッヒ ・ヴィルヘルムー世の時代に姿

　　容を整えるに至 った君主的絶対主義が，一般国法の制定を経て ，フランス革命の

　　政治的側圧，アポレオンの制圧下に余儀たくされた上からのプ ロイセン改革によ

　　 り官僚的絶対主義に転化し〔議会制度としては土地所有を基準に身分制的に選出

　　される１８２３年設立の州議会〕 ，「三月革命」の下から衝撃のもとで外見的立憲主義

　　に移行し〔議会制度としては不平等，間接，公開の三級選挙法に基づく下院と ，

　　貴族院（Ｈｅ町ｅｎｈａｕｓ）としての上院〕 ，フ目イセソの征服により形成されたトイ

　　 ソ帝国の基礎に外見的立憲主義が据えられた後〔トイソ 帝国の議会制度としては

　　普通，平等，秘密，直接選挙に基づく帝国議会（Ｒｅｉｃ ｈｓｔａｇ）〕
，ｒ＋一月革命」を

　　経てワイマール共和副こおいて議会主義的統治形態に転ずるが，この過程は連続

　　的なものではなく ，「十一月革命」により君主政原理から議会中心主義に移行す

　　るのであ って ，ここに法律，政治制度の前近代から近代への，断絶による変革を

　　設定する点にある 。Ｆ．ハルツゥンクも ，１８６６年７月３目のケーニッヒグレーツ

　　の戦勝の後の憲法紛争の終結〔１８６２年以降 ヒスマルクの行 った法律上の予算なし

　　の才出に関する議会の事後承諾〕でもっ て， 「立憲君主制というフロイセノ 国家

　　独特の性格も定まっ た。 そしてこの性格が君主制崩壊の日まで維持されたのであ

　　 る」と述べている（Ｆ・Ｈａれｍｇ，ａ・ａ・０
・，

１６０～１６１，訳，３７１～３７２べ 一ジ）。 なお ，

　　ナチ独裁制は「十一月革命」以前の負の遺産の延長線上で理解され得る（ワイ

　　マール共和国における議会の衰退が官僚制の君主制的，国家主義的伝統により強

　　められ，国防軍は依然として保守主義と国家主義の要塞であり ，ヒトラー そのも

　　　　　　　　　　　　　　　　（７０８）
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　のも軍の産物との指摘については，Ｖｇｌ，Ｆ　Ｎｅｕｍａｍ，Ｂｅｈｅｍｏｔｈ，２９，３３，訳，２８
，

　３２ぺ 一ジ）。

　　第二の相違は，Ｅ．一
Ｗ． ベッケソフェ ルデがドイツ 憲法史の連続性を，啓蒙絶

　対主義みずからが開始した内在的発展の所産として理解するのに対し，本稿では ，

　下からの西欧における民主主義の展開への上からの対応として捉える点である

　〔君主的絶対主義→フランス 革命への対応としての官僚的絶対主義への転化→フ

　ラノスニ月革命，オーストリー 三月革命の影響のもとで発生した下からのプ ロイ

　セソ三月革命への対応としての外見的立憲主義への転化〕。 もとより ，外的刺激

　により転化する契機か内在的に形成れさていた点を否定するものてはないか ，

Ｅ．一Ｗ． ベッケンフェ ルデとは逆に，内在的契機よりも外的刺激への対応が重要

　であると考える点に相違がある 。

　　なお，１８８９年（明治２２年）に公布された大日本帝国憲法は，自由民権運動の高

　揚期における人民の憲法要求を鎮めるために，アメリカ ，フラソス 流の憲法を排

　して ，ドイツの憲法，そのなかでも比較的立憲主義の強いプ ロイセン 憲法よりも ，

　バイエルソ ，ヴ ユルテソベルグの比較的君権主義の強い憲法を模範として ，これ

　に日本の前近代的な国家思想を結びつけた，非立憲的岩倉網領の延長線上で欽定

　された点については，家永三郎『歴史のなかの憲法』上，東京大学出版会 ，１９７７

　年，５４～５８ぺ 一ジを参照せよ 。また，大日本帝国憲法の公布でもっ て確立した天

　皇制統治機構の形成過程については，後藤靖『自由民権一明治の革命と反革命』

　中公新書，１９７２年，の簡にして要を得た秀れた叙述を参照せよ 。

９）１８４８年５月２０日の政府草案の條文については，Ｖｇ１．Ｖｅｒｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎｄｅｒ Ｖｅｒ
・

　ｓａｍｍ１ｕｎｇ　ｚｕｒ　Ｖｅｒｅｍｂａｒｕｎｇ　ｄｅｒ　ＰｒｅｕＢｌｓｃｈｅｎ　Ｓｔａａｔｓ－Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇ，Ｓ１ｔｚｍｇｅｎ

　１－３９，Ｂｅｒ１ｍ１８４８Ｎａｃｈｄｒｕｃｋｍ１ｔｅｍｅｒ Ｅｍ１ｅ１ｔｍｇｖｏｎ ＷＳ
ｃｈｕｂｅｒｔ，Ｂａｎｄ１

，

　Ｌ１ｅｃｈｔｅｎｓｔｅｍ１９８６，１～６（以下，Ｖｅｒｈａｎｄ１ｍｇｅｎ，Ｂａｎｄ１ ，と省略して引用）。

　また，７月２６日のＢ．ヴ ァルデ ック案については，Ｖｇ１．Ｅｂｄ
。，

５８９～５９２

１Ｏ）Ｆ 　Ｈａｒｔｕｎｇ　ａ　ａ　 Ｏ， １５５，訳 ，３６２へ 一ノ。

　憲法制定の作業は１８４８年５月２２日開会のプ ロイセ１■ 国民議会においてなされ

ることになるのであるが，まず３月１３日から５月２２日までのベルリンの状況を

振り返 っておこう 。

　３月１３日 ，民衆と軍隊の最初の衝突＝＞３月１５日 ，いわゆる「市民防衛委員会

（Ｂｕ・ｇ・…
ｈ・ｔ・ｋ・ｍｍ１・・ｌｏｎ）」結成。頑固な超保守的軍事派（Ｍ

１１１ｔ・・
ｐ・・ｔ・１ ）である

皇太子ヴィルヘルム ，ギ ースハイム（Ｇｉ・・ｈ・ｉｍ）
，ゲルラ ッハ兄弟と国王，相

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７０９）
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互に矛盾した意見を述へる助言者（Ｂｅｒａｔｅ・）の間での論争今３月１８日 ，ウィー

ンの革命の報を受げての国王の約束〔検閲廃止，第２回合同州議会の召集，憲法と

連邦の改革（Ｂｍｄｅｓ・ｅｆｏｍ）〕。 歓呼する民衆の宮殿前へのテモに対する衛兵

（Ｗａ・ｈｍａｍ・・ｈａｆｔ）の発砲と死傷者〔２３０名の死者の９０％が手工業職人と労働者〕＝

ヘルリンでの内乱（Ｂ肚ｇ・・ｋ・１ｅｇ）→３月１９日 ，すへての軍隊にヘルリソ退去命

令→３月２１目 ，退去完了。ホーエンツォレルンは国民の先頭に立つと告知
（・ｍ・ ｋｏｍｇ１１・ｈ・ Ｐ・ｏｋ１・ｍ・ｔ１ｏｎ）。 ６，

ＯＯＯ人の武装した市民か秩序回復に当る今３

月２９日 ，カソプハウゼソ，ハンゼマン内閣成立＝＞４月２日 ，第２回合同州議会

開会〔フロイセ１ 国民議会召集決議と選挙法制定〕＝＞５月２２日 ，ブ ロイセ：■ 国民議

会開会 。

　以上のように，ウィーンと同様，ヘルリ刈こおいても ，保守派の流れは弱ま

り， 民衆運動を背景に自由派よりむしろ民主派や共和主義者の流れが強か った

のであるが，ここで留意するべき点は，旧秩序の権力の担い手が，麻痒状態に

陥っ たとはいえ，民衆への忠誠の枠外で維持されつつけた点である 。つまり ，

０王朝は倒れず，　軍隊はベルリン を退去したが，武装解除されないで，国

王の将校団のもとに置かれ，３月１８～２１日の屈辱にもかかわらず，自意識が強

化され，　官僚政治と司法も権限の核心を狭められることなく ，「目常の支配

（Ｈｅ・・ｓ・ｈａｆｔ　ｍ　Ａ１ｌｔａｇ）」を持続し ，＠農村貴族の伝統的意識をもつ権カエリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
トも力を奪われることなく存続したことである。このように保守派が勢力を挽

回する基盤は残されたとはいえ，革命期にあ っては民衆運動に押されて ，自由

派より民主派の勢いが強か ったのであ った 。

　この点はプ ロイセン 国民議会の議事の進行にも反映する 。プ ロイセン 国民議

会における党派は以下の如くであ った 。

　左派（ｄ１・ Ｌｍｋ・）。 厳密な議会主義原理に基ついた，国民主権の基礎上での

一院制を主張。そのさい，左派の多数は君主に対してせいぜい共和主義的大統

領の地位を意図。しかし，この点では，後述するようにフランクフルト国民議

会との対立の過程で左派内部において見解の相違が生じた。左派の最強の指導

者はＢウァルテ ヅク 。その他，Ｊヤ コヒ（Ｊｏｈａｍ　
Ｊａｃｏｂｙ） ，検事Ｊ　Ｄ　Ｈテ ス

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１０）
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エ（Ｓｔａａｔｓ・ｎｗａ１ｔＪ 　Ｄ　ＨＴｅｍｍｅ），判事補Ｇユ■ク（Ａ・・ｅ・・ｏ・ Ｇｅｏ・ｇＪｕｎｇ），印

刷所主ヘレ■ノ（ｄｅｒ Ｂｕｃｈｄｒｕｃ
ｋｅｒｅ１ｂｅｓ１ｔｚｅｒ Ｂｅ・ｅｎｄｓ）

，ノユレーノエ■の上席教

諭シ ュタイン（ｄｅ・ｓｃ
ｈｌｅｓｉｓｃｈｅ Ｏｂｅｒ１ｅｈｒｅｒ Ｓｔｅｉｎ）

，ライ１／ラント人デスター

（Ｒｈ・ｍ１ａｎｄｅ・ ｄ’Ｅ・ｔｅ・）等。ミリュースホテル（Ｈｏｔｅｌ　Ｍｙｌ１ｕ・）か拠点
。

　右派（ｄｉ・ Ｒ・・ｈｔ・）。

少数で弱体。Ｇ．ｖ．フィソヶ（Ｇ・ｏ・ｇｖｏｎ
Ｖｉｎ・ｋ・）とＦ．リ

ヒノウスキイ（Ｆ
・１ｉｘ Ｌｉ・ｈｎＯｗ・ｋｙ）はフラソクフルト国民議会へ。Ｏ．ｖ．ビスマ

ルクーノェーノハウセノ（ＯｔｔＯｖｏｎ Ｂ・・ｍ…ｋ－Ｓ・ｈｏｎｈ・ｕ・・ｎ）は議席なし 。クラ

イフスウァルトの教授Ｅハウム！ユタルク（ｄ・・ Ｇ・・１ｆ・ｗ・１ｄ
・・ Ｐ・ｏｆ…ｏ・ Ｅｄｕ・・ｄ

Ｂａｕｍｓｔａｒｋ），Ａライヘノスペルカー（Ａｕｇｕｓｔ　Ｒｅ１・ｈｅｎ・ｐｅ・ｇｅ・）等
。

　中央派（ｄ１・ Ｍ１ｔｔｅ）。 右派の弱体か中央派分裂の原因となる 。本来中央派は三

月所得の党派（ｄｉ・ Ｐ・血・ｉ　ｄ・・ Ｍａ・…ｍｇ・ｎ・・ｈ・ｆｔ・ｎ）であり ，プ ロイセン立憲国

家の実現に協力し，遵法の政府を志向すべきであ って ，この道を踏み外しはし

なか ったが，フランクフルト国民議会におげる中央派のように，上述の目標に

ついて全く同意見ではなか った 。

　中央左派（ｄ１・ｌｍｋ・Ｓｅｌｔｅ　ｄ
・・

Ｚｅｎｔ・ｕｍ・）。 誠実な議会主義的党派て ，変装した

絶対主義（ｅｍ　ｖｅ・ｋａｐｐｔ・・ ＡｂｓＯ１ｕｔｌ・ｍｕ・）にも共和主義国家形態にも敵対。指導

者はＣ．ロードベルトゥス（Ｃ・・１ＲＯｄｂ・・ｔｕ・一Ｊ・ｇ・ｔ・・ｗ）で著名な経済思想家。そ

の他，後の農業大臣ギールケ（Ｇｉ・・
ｋ・） ，Ｈ・シ ュルツェー デーリッ チュ

（ＨｅｍａｍＳｃｈｕ１・ｅ－Ｄ・ｌ１ｔ… ｈ） ，カトリヅクの牧師 ｖヘルク（Ｋａｐ１・ｎｖ　Ｂｅ・ｇ） ，検

事Ｊｖ キルヒマノ（Ｊｕ１１ｕ・ｖ Ｋ１・・ｈｍ・ｍ）等か属し ，ウノター・ テ■ ・リンテ：／

のミーレノチ ュホー ル（Ｍ
ｌｅ１ｅｎｔ・ｓｃｈｅ・ Ｓａａ１，Ｕｎｔｅ・ ｄｅｎ　Ｌｍｄｅｎ）か拠点

。

　中央右派（ｄｉｅ・ｅ・ｈｔ・ Ｓｅｉｔ・ ｄｅ・ Ｚ・ｎｔ・ｕｍ・）。 中央左派と異る点は，適度で，円

滑な作用をもつ法隼を要求したことで，３０人から４０人の間の人数からなり ，国

民議会の最も重要な決定か権威主義的結果をもたらすのか，民主主義的結果を

もたらすのか，のキャスチノグポートを握 っていた。かれらが党派的千遍一律

を排して ，弾力的に，自由に思考するが，内心では右と結びつく傾向をもちつ

つ「あれもこれも（ ，，

Ｓ・ｗＯｈ１一・１・・ｕ・甘‘ ）」の行動をとっ たからである 。指導者は

後の国民議会議長Ｈ　Ｖ　ｖ ウノル ー（Ｈ・ｎ・
Ｖ・・ｔ… 　Ｕｎ・ｕｈ）／初代はＩ・ ルテ（Ｉ

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１１）
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Ｍ１１ｄ・）

，ついでＷクラボウ（Ｗ
ｌｌｈｅ１ｍＧｒａｂＯｗ）〕であり ，経済思想家であ った

Ｃ．

ロードベルトゥスとは法律家，官僚，政治家として個人的に対立関係にあ

り， ト・ ル！一ホテル（Ｈ
・ｔｅ１ｄ・ Ｒｕ・・１・）を拠点とする 。後の国民自由党

　　　　　　　　　　２）（Ｎａｔ１ｏｎ・１１１ｂｅ・・１・）の前身
。

　以上のように，プ ロイセン 国民議会の党派のうちで，右派が少数で弱体であ

り， 民主派が比較的強力であ った点に，「三月革命」期プ ロイセンの状況が反

映しているとともに，名望家議会の様相を呈したフラソクフルト国民議会に対

して ，「下層民議会」と称せられた根拠が示されている 。フランクフルト国民

議会が政治的アカデミー に似ていたのに対し ，プ ロイセソのそれは政治クラブ

に近か ったのであ った。したが って ，前者においては議員が重要人物であり
，

精神的資質も近似し，穏健な中庸へと収赦する傾向をもっ たのに対し，後者で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）は左派志向の中央派と左派の力と創意が優勢を示す傾向をもっ たのである 。

　両者の相違はつぎの点にもあ った。フラ：■クフルト国民議会は行政に対する

立法の古典的圧力手段である租税協賛権と予算議決権（ｄ・・ Ｓｔ・ｕ・・ｂ・
・

ｗ１１１１ｇｕｎｇ・一ｕｎｄ　Ｂ・ｄｇ・ｔ… ｈｔ）をもたず，杜会的，経済的領域，行政，司法，軍事

における直接的補助または改革の方策を樹立する権限が欠如していた。したが

って ，憲法討議は民衆の懸念や願いから図らずも距離を置いた平面において再

三再四進行したのであ った。暫定的中央権力（ｄ１ｅ　ｐ・０ｖ１ｓｏ・１ｓｃｈｅ　Ｚｅｎｔ・ａｌｇｅｗａ１ｔ）

も直接的行政課題をもたず，トイソ 連邦諸邦の　般的安全と福祉，トイソの全

武装兵力に対する最高指揮権（Ｏｂ・・ｂｅｆ・ｈ１）

，外国に対するドイツの国際法上の

代表および商業政策上の代表の権限をもつが，その執行は，国家権力のすべて

の行政的権力手段を依然として行使した各邦に割り当てられた。したが って ，

国民議会との関係では，議会制度の根本思想に添 って ，内閣の人的構成およぴ

行政活動の　般原則は国民代表の多数意志に添わなけれはならなか った 。

　プ ロイセン 国民議会のばあいは，これと全く異なり ，カ１／プハウゼン ，アウ

エルスヴアルト ，プフエールの各内閣と絶え問のない緊張にみちた対決をしな

ければならなか った。また，最初から非常に広汎な活動領域を引き受げ，その

活動は狭義の憲法審議に限定されなか った。首都における暴動と繰り返し対決

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１２）
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し， 選挙民からの移しい請願を取り扱ったので，議員はフランクフルトのばあ

いよりも革命期の政治的，杜会的運動と緊密に連繋した。とくに民主派議員は ，

軍事，司法，行政において古い精神，古い人間，古い規則か支配する限り ，革

命の所得は確保され得ず，最良の憲法を作成したとしても相対的価値しかもち

得ないとの意識が強か った。それゆえ，後述するように，かれらは古い構造の

根本的改革を目的とする多くの質問と提案を大臣に対して行な ったのてある 。

プＰイセノ政府は，国民議会の左派と対決したのみでなく ，多数統治の制度
（Ｓｙ・ｔｅｍｄ・・ Ｍ・ｊｏ・ｉ倣・・ｅｇｉ・・ｍｇ）を徹頭徹尾信奉してはいたが，国王と側近党
（ｄｌｅ Ｋａｍａ・１１１ａ）と政府の立場をめくり ，また軍事，司法，行政におげる古いプ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）ロイセソ的伝統と構造をめく“りつねに斗わなげれぼならなか った 。

　このようにプ ロイセン政府は国民議会左派と国王および側近党と対立するこ

とになるのであるが，伝統的勢力の後退した革命期に最初に対決しなげればな

らなか ったのは民衆運動であ った。それが三月前期の「杜会問題」の延長線上

に位置していたからであり ，これと対決するため，自由派を中心としながらも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）古プ ロイセン的貴族指導層を加えた異質の構成をもつ三月内閣は，既述のザイ

ベルの意見，すなわち国家権力と市民層のうちの財政的基盤となる知的勢力と

の「公然の，完壁な，実際に則した同盟」を求めて ，最初から王権（ｄｉ・

Ｋ・・ｎ・）との妥協の道を歩んだのである 。国民議会は「合法（Ｇ…ｔ・１ｉ・ｈｋ・ｉｔ）の

地盤」に立ち，その活動は立憲君主制のための憲法を王権と路定して制定する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
ことに限定されなけれはならないと政府は考えた〔協定原理（Ｖ…ｍ
ｂ・・ｍｇ・ｐ・ｍ・１ｐ）〕。

したか って ，国民議会は，フリートリヅヒ ・ウィルヘルム三

世が１８１５年の閣令（Ｋ・ｂｍ・ｔｔ… ｄ・・）によっ て憲法を約束した５月２２日に，国王

の臨席と開院式の勅語（ｄｉ・ Ｔｈ・０ｎ・・ｄ・）でもっ て， 「プ ロイセノ憲法の協定のた

めの議会（Ｖｅ・・ａｍｍ１ｕｎｇ・ｕ・ Ｖｅ・ｅｍｂａ・ｕｎｇｄ・・ Ｐ・・ｕＢｌ・・ｈｅｎＳｔ・・ｔｓ－ Ｖｅ・ｆａ・・ｕｎｇ）」と

して開会されたのであ った。このことは協定原理とともに，プ ロイセンの立憲

的発展は古プ ロイセノ立法から派生し ，「法の基盤（Ｒ・・
ｈｔ・ｂｏｄ・ｎ）」と「法の連

続（Ｒ・・
ｈｔ・ｋＯｎｔｍｕ１ｔ・ｔ）」に基つくものであ って ，革命の所得てはないことを意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）味し ，後に政府と国民議会との衝突の原因となるのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１３）
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　５月２２日に国民議会に提出された政府草案は，三月運動により初めて作成さ

れたものではなく ，１８３０年にすでにハンゼマン が構想した西 ヨーロッパ方式の

憲法案にしたが って ，かれか作成した原案（ｄ・・…ｔ・ Ｖ・ｍｔｗｕ・ｆ）を骨子とし

ていた。それはベルギ ー憲法の忠実な模写ではあ ったが，多くの特徴的な欠除

と変更を含んでいた。まず，変更点として ，１８１４年の王政復古のフラソス憲法

（ｄ
１・ Ｆ・・ｎｚｏ・１・ｃｈｅ　Ｃｈａ・ｔｅ・ｏｎ１８１４）によっ て君主権か強化された。すなわち，上

院（ｄ１ｅ　Ｅｒｓｔｅ　Ｋａｍｍｅ・）は皇太子，国王により任命された議員，間接選挙によ

り選出された議員から構成され１第３８條〕 ，被選挙権者は４０才以上，年純所得

２， ５００ターラー 以上かまたは国家への納税額３００ターラー 以上の者とされた〔第

３９條〕。 さらに君主制強化のために国王により二三の変更が加えられた〔国王に

より任命された議員の世襲制（第３８條２項），法規（Ｒｅｃｈｔｓｎｏｍ）としての白 室典範

（ｄ
１・

ｋｏｍｇ１１ｃｈｅ Ｈ・ｕ・ｇ…ｔ・・）の承認（第２９條）等〕。 立法権については，ヘルギー

憲法が「すべての権力は国民に由来する」〔第２５條〕としたうえで，「国王，代

議院および元老院が，共同して ，これを行う」〔第２６條〕としたのに対し ，政府

草案では「執行権は国王のみに帰属する」〔第２１條〕としたうえで，「国王と二

つの議会により共同で行使される」〔第３６條〕とされ，国王に絶対的拒否権

（ｄａｓ　ａｂｓｏ１ｕｔ・ Ｖｅｔｏ）が与えられた。つぎに，欠如したのは，選挙権，市町村制

　　　　　　　　　　　　　　８）度， 国民皆兵等についてであ った 。

　国民議会の大多数は協定理論に賛成であり ，フラ■ス革命時の憲法制定議会

（ＣＯｎ・１ｔｕ・ｎｔｅ）を想定していたか，左派の民主派は国民主権の基礎上での議会

中心主義の立場に立っていた。その背後に革命，国民主権，民衆の三月所得の

保持，の立場から協定原理に反対する民衆運動かあ った。左派は国王の開院式

の勅語に反対し，政府草案に対しては二院制に反対し，上院の被選挙権者を年

純所得と国への納税額で制限することに対し金権政治的構成（・ｍ・ｐ１ｕｔｏｋ・・ｔ１・
一

ｃｈｅ　Ｇｅ・ｔ・ｌｔｕｎｇ）と非難した。また，国王の絶対的拒否権と議会の弱い立場に対

しては自由派の一部ですら反対かあ った。さらに，政府草案は，６月３日の第

９会期において，中央左派のＣ．ロードベルトゥスが指摘したように，０財産

の自由，　営業令，　市町村制度，＠租税制度，　選挙法，　王領地と国

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１４）
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王の特権的収益権（ＤＯｍａｎｅｎ　ｍｄ　Ｒｅｇａ１１ｅｎ）

，の教会と国家との関係，ゆ公教
育， ＠防衛制度，＠すべての行政官僚の責任の規定，を欠如していた。した

かっ て， 国民議会の多数は政府草案に不満であり ，後述するように憲法草案は

国民議会の憲法委員会で改めて作成されることになる 。しかし，内閣は協定原

理について議会多数派と一致したのみでなく ，左派の反対した開院式の勅語に

つつく上奏文制度（ｄ・・Ｉｎ・ｔ１ｔｕｔｄ・・ Ａｄ・・…）に対しても ，討議の末，国民議会

は圧倒的多数てもっ て上奏文委員会（ｅｍ・ Ａｄ・ｅＢｋｏｍｍ１・ｓ１０ｎ）の設置を決めたの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１Ｏ）である 。こうして政府は最初の議会制度における勝利を克ち得た 。

　ところで ，国王は立憲君主の役割に気がすすまず，カ■プハウセノヘの手紙

において，大臣をかれの命令を遂行する助言’者および家臣（Ｒ・ｔｇ・ｂ・・ｍｄ

Ｄ・・ｎ・・）と看散し ，大臣の責任を引き合いに出して国王の命令を拒否したり ，

全閣僚が一致して国王に対抗したり ，信任問題で国王を圧迫したりするならば

個人的侮辱と看散す，と書いた。さらに，国王は憲法問題では差当り殆んとの

ばあい譲歩したのに対し，ポーラ１／ドにおいて指揮を取 った コロムブ将軍

（Ｇｅｎ…１ＣＯ１０ｍｂ）の恩給つき勇退（ｖ０…１ｔ１ｇ・ Ｐ・ｎ・１０ｎ１・・ｕｎｇ）への内閣の一致し

た要求を，内閣と国民代表が立法国家において軍事問題に対していかなる範囲

て影響を及ぽし得るのか，また内閣と国民代表による国王の統帥権と軍事制度

　般へのすへて干渉を断固として禁止するのか，という鋭とい原則上の問題に

国王がした時に，内閣の危機が高まっ た。ハ１■ゼマンとアウエルスヴ ァルトは ，

国王が譲歩しないならぼ，職を退くと脅迫したが，この問題は未解決のまま留
　　１１）
まっ た。 このように政府は，一方で古い絶対君主の観念を堅持しつつげた国王

と対決つつ，他方で５月３０日の国民議会におけるカンプハウゼノの演説を契機

に国民議会とも対立するに至る 。

　この日 ，カノプハウゼノは，国民議会の開会は革命に基づくものではなく ，

第２回合同州議会の決議に基づいており ，古いものと新しいものとの間のきず

なは切れてはいないので，国民議会の国法上の権限は合法的起源をもつ，と演
　　１２）

説した。民主派議員は，この演説を革命の価値を低める挑戦と受け取り ，６月

４日に民主派の学生の提案した「三月革命」の戦死者の眠るフリードリッヒス

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１５）
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ハイノ（Ｆ・１・
ｄ・１・ｈ・ｈ・ｍ）の墓地へのテモに参加した後，６月８日に民主派議員

ヘレノソか「国民議会は革命を正当に評価して（ｍ　Ａｎ・・ｋ・ｍｕｎｇ　ｄ・・ Ｒ・ｖ・ｌｕｔ・・ｎ）
，

３月１８日と１９日の戦士が祖国に十分に貢献したことを議事録に明記しよう」と

　　　　　　　　　　１３）
の有名な提案を行な った。国王は，この提案が国民議会を通過すれぼ直ちに国

民議会を解散すると脅迫したのに対し，ハソゼマソは審議と決定のために内閣

に時間を与えられるように乞うた。閣議（ｄ・・ Ｍｍ１・ｔ・…ｔ）ては，６月８日夕方

に至 ってもなお，原理問題の処理についても ，原理そのものについても ，内部

での一致をみるに至らなか った。外相 Ｖ． アル ニムは「立憲的に例のない，不

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
可能」事として ，内閣の改造と自己の退任を表明したのであ った 。

　国民議会におげる討議は６月８日に始まり ，賛否の意見か交互に述へられた 。

カ：／プハ■セ■は，革命の思義を否認しないか，フラ■ス革命のように恐怖の

怪獣を背負うことなく ，法的力の完全な転覆を避け，国王との協定の道で正当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
な憲法を制定することが任務であると述べた。国民議会多数派は討議の過程で

内閣の危機を感じ，６月９日のソァハリエ（Ｈ・１ｍ・
ｈ　Ａ１ｂ・れＺ・・ｈ・１・）の提案に

よっ て妥協の道を求めた。かれは，現在の国法上の状況が国王の賛成と結びつ

いた大３月事件（ｄ１・ｇ・ｏＢ・Ｍ・・・…１ｇｍ…）に負 っていることに高い意義を認め

ながらも ，国民議会は３月事件の評価を判断するのではなく ，王権との協定に

よる憲法の制定を任務とするので，議事日程に入ることを提案したのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
かれは，そのさい革命という言葉を慎重に避け，事件という言葉を使用した 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
この提案は１９６票対１７７票で可決され，政府と国民議会との決裂は回避された 。

　カンプハウセ：／ 内閣の命とりとな ったのは，民衆運動と国民議会における憲

法委員会（Ｖ・・ｆ…ｍｇ・ｋｏｍｍ１・・１・ｎ）の形成であ った 。

　ベルリソにおいて民衆は政府と国民議会多数派，とくに自由派に対して不満

であ った。ヘルリ■ではテモにつくテモで，市民の生活は困窮し，多くの住居

は借り手がなく ，家賃も三分の一に低下し，外交官も新たな爆発にさいして人

質になるのではないかと恐れている ，とバイエル１／大使は５月から６月初めに

かけてヘルリソの状況を報告しいる 。こうした状況のなかで，営業者や手工業

親方等の財産所有者は「安寧と秩序の回復（Ｗ
１・ｄ・・ｈ…ｔ・１１ｍｇ・・ｎ　Ｒｕｈ・ｍｄ

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１６）
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０・ｄｎｕｎｇ）」を求め，軍隊撤去後のヘルリ：■の治安維持に当 った市民軍
（Ｂｕ・ｇ・・ｗ・ｈ・）も ，５月には部分的に労働者も採用されていたのであるが，財

産と杜会秩序の守護者に転じ，国民武装を否定するに至る 。Ｒ．シ ュター デル

マノのいう「世論逆流の法則（Ｇ…ｔ・
ｄ・・ Ｓｔｍｍｕｎｇ・・ｕ・ｋｆ・１１・）」てある 。労働大

臣ｖパトフ（Ｅ…ｍｕ・
Ｆ・・１ｈ…ｖ・ｎＰ・ｔ・ｗ）はヘルリノ て働いている土木工事人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）夫（Ｅ・ｄ・・ｂ・ｉｔ・・）を市外へ遠去けようとしたのであ った 。

　ベレノヅ提案と討議の行なわれた６月８日と９日に，民衆は国民議会場，声

楽アカテミー（Ｓｍｇ・ｋ・ｄ・ｍ１・）の前で「革命の正当な評価（Ａｎ・・ｋｅｍｕｎｇｄｅ・

Ｒ・ｖＯ１ｕｔｉ・ｎ）」を求めてデモを行ない，９日に民主派の民衆は会議場に侵入し ，

議長ミルデに多数派の態度に対する弁明を求めた。多数派は「主権在民の議員

（Ａｂｇ…ｄｎ・ｔ・ｄ・…ｕ・…ｎ・ｎ Ｖ・１ｋ・・）」てあるという理由てもっ て回答を拒否し

たので，民衆は憤激して右派の数名の議員と大臣 Ｖ． アル ニム を暴力的に声楽

アカデミー 前に引き出した。この事件に対して「特別の暴動法（・ｉｎ　ｂ…ｎｄ・…

Ｔｕｍｕｌｔｇ…ｔ・）」を発布すへきか否かについて政府内て対立か生じ ，国王は右よ

りての内閣の結束を求めたのてあ った。他方，民衆運動は王立武器庫（ｄ・・

ｋ・ｎ・ｇ１１・ｈ・ Ｚ・ｕｇｈ・ｕ・）襲撃てもっ て頂点に達した。その経過は以下の通りてあ

る。

　６月１４日 。午目１』中，フラ：／テ：／フルク門と王宮前て労働者，手工業者と警官 ，

市民軍との衝突→タ方，国民の小部分のみが武器を所有することに不満な民衆

か武器庫前に集結。武器庫内に歩兵 一中隊（・ｍ・ Ｋ・ｍｐ・ｍ・Ｉｎｆ・ｎｔ・・１・），武器庫

前に市民軍 一部隊（・ｍ・ Ａｂｔ・１１ｕｎｇＢ１１・ｇ・・ｗ・ｈ・）＝＞８時に市民軍司令官か警報を

鳴らす：＞民衆からの投石と市民軍の射撃＝＞労働者２名死亡，２名重傷＝＞市中に

バリケードが構築され始め，深夜武器庫侵入＝＞歩兵一中隊退去→民衆は武装す

るも ，武器の使用法を知らない＝＞武器庫から出た民衆を市民軍と反動的学生が

再び武装解除。以上の事件は政府に打撃となり ，カンプハウゼ１／ 内閣の発した

後備軍３大隊（ｄ１・ Ｌ・ｎｄｗ・ｈ・ ｄ・・ ｄ・・１ Ｂ・・１ｍ・・ Ｂ・ｔ・１１ｌ・ｎ・）の召集か政府最後の仕

　　　　　　　　　１９）
事とな ったのであ った 。

　カンプハウゼン 内閣のいま一つの打撃は憲法委員会の形成であ った。国民議

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１７）



　２３０　　　　　　　　　　立命館経済学（第３９巻 ・第５号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
会の審議は５月２２日に政府の憲法草案とともに提出された議院規則
（Ｐｒｏｖｌｓｏｒ１ｓｃ

ｈｅ　Ｇｅｓｃｈａｆｔｓ－Ｏｒｄｎｕｎｇ　ｆｕｒ　ｄ１ｅ　ｚｕｒ　Ｖｅｒｅｍｂａｒｕｎｇ　ｄｅｒ　ｐｒｅｕｍｓｃｈｅｎ　Ｓｔａａｔｓ－

Ｖｅ・ｆａ・・ｕｎｇｂｅ・ｕｆｅｎ・ Ｖｅ・・ａｍｍ１ｕｎｇ）の検討から出発した。５月２５日の第２会期

（Ｚｗ・１ｔ・ Ｓ１ｔ・ｕｎｇ・ｍ２５Ｍ・１１８４８）の投票検査（Ｗ・ｈ１ｐ・ｕｆｍｇ）に始まり ，６月３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
日の第９会期において８つの部会（Ａｂｔ・１１ｍｇ）のメソハー を決定し，武器庫襲

撃事件の翌目 ，６月１５目の第１６会期において ，政府提出の憲法草案を検討する

ための委員会を，各部会より２名の議員を選出して形成するＣ．ロードベルト

ゥス提案を，ウァクスムート（Ｗ・・ｈ・ｍｕｔｈ）とＢウァルテ ソクの修正提案によ

り， 各部会より３名選出，２４名よりなる憲法委員会を形成し ，政府草案を検討

して新草案を作成し，それを各部会で審議して，中央委員会（ｄｉｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
Ｃｅｎｔｒａ１ｋＯｍｍｓｓ１０ｎ）を通じて総会（ｄａ・ Ｐ１ｅｍｍ）に提出することを決定した。既

述のように，国民議会の多数は政府草案に不満であ ったからである 。これは国

王の署名した政府草案の拒否であり ，政府か国民議会において確固たる地盤を

喪失したことを意味した。政府は国民議会の中央派からの入閣により政府支持

の多数派工作を試みたが失敗に帰し，国民議会から間接的不信任を受ける結果

とな った。これにフラ■クフルト国民議会におけるオーストリーのヨハ■大公

の帝国摂政への選出〔後述〕 ，！ユレスウィソヒとポーセソ 問題に加えて，閣

内でのとくにカンプハウゼンとハンゼマソの性格と意見の不一致が重なり ，６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）
月２０日にカノプハウセノ 内閣は退陣に追い込められたのてある 。

　こうして憲法制定は国民議会においてなされることになるのであるが，それ

は６月２３日から２７日にかげてのバリの反乱の鎮圧の結果 ，． 革命期から反革命期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
へと移行した状況のもとで遂行されることになる 。つぎに，反革命期の考察に

入るに先立って ，２点に注目しておきたい 。

　　１）Ｖｇ１Ｈ －Ｗ　Ｗｅｈ１ｅｒ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｇｅｓｅ１ｌｓｃｈａｆｔｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ１８１５～１８４８／４９，７２０～

　　　７２３

　　２）ＶＶａ１ｅｎｔｍ
，ａａ

Ｏ， Ｚｗｅｌｔｅｒ Ｂａｎｄ，４４～４６なお，Ｖｇ１ＭＢｏｔｚｅｎｈ
ａれ，Ｄｅｕｔｓ

　　　 ｃｈ
ｅｒ

Ｐａｒｌａｍｅｎｔａｒｌｓｍｕｓ，４４１～４５３　また，民主派の政治思想については，末川清

　　　「三月革命期におげる民主派の政治思想」立命館文学，第３７５ ・３７６号 ，１９７６年

　　　９ ・１０月号を参照せよ 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１８）
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３）ＶＶａ１ｅｎｔｍ
，ａａ

Ｏ， Ｚｗｅ１ｔｅｒ Ｂａｎｄ４２，４４

４）ＭＢ
ｏｔｚｅｎｈａれ，ＤａｓｐｒｅｕＢ１ｓｃｈｅＰａｒ１ａ皿ｅｎｔ，１５～１７なお，議院規則

　（Ｇｅｓｃ
ｈａｆｔｓｏｒｄｎｕｎｇ）により ，議員提出の法律案（Ｇｅｓｅｔｚｅｓｖｏｒｓｃｈｌａｇｅ）または

　緊急とみなされた提案（Ａｎｔｒａｇ）〔第２６條〕は，総会（Ｐｌｅｍｍ）において朗読

　されねはならず，修正動議（Ａｍｅｎｄｅｍｅｎｔｓ）と同様〔第４３條〕 ，朗読の前後の規

　定はないが，最少１０名の議員の支持を必要とした。その他の提案は，議長により

　所轄の専門委員会（Ｆａｃｈｋｏｍｍｌｓｓ１ｏｎ）または請願委員会（Ｐｅｔ１ｔ１ｏｎａｕｓｓｃｈｕＢ）

　へ行くよう指示された〔第２７條〕。 質問（Ｉｎｔｅｒｐｅ１ｌａｔ１０ｎｅｎ）は，国民議会か緊急

　と認めない限り ，当該会期（Ｓｉｔｚｕｎｇ）以前に書面で告知し ，議長により議事日

　程（Ｔａｇｅｓｏｒｄｎｕｎｇ）にのせられなけれはならなか った〔第２８，２９條〕（Ｍ 　Ｂｏｔ

　ｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒｌｓｍｕｓ，４９５～４９６）。

５）　Ｅｂｄ
．，

２８

６）　Ｉ１１ｕｓｔｒ１ｅｒｔｅ　Ｇｅｓｃｈ１ｃ ｈｔｅ　ｄｅｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎ１８４８／４９Ｂｅｒ１ｍ１９８８．１４５

７）ＶＶａ１ｅｎｔｍａａ Ｏ， Ｚｗｅ１ｔｅｒ Ｂａｎｄ，４２，４６～４７Ｉｕｕｓｔｒ１ｅｒｔｅ Ｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，１０５

８）ＶＶａ１ｅｎｔｍ
，ａａ

Ｏ， Ｚｗｅ１ｔｅｒ Ｂａｎｄ，４６，４７，２９０，２９１Ｉ１１ｕｓｔｒ１ｅれｅ Ｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ
，

　１４５

ｇ）Ｅｒ１ｃｈ　Ｍａｒｃ
ｋｓ，Ｂ１ｓｍａｒｃ

ｋ　ｕｎｄ　ｄ１ｅ　ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｒｅｖｏｌｕｔ１ｏｎ１８４８－１８５１Ａｕｓ　ｄｅｍ

　Ｎａｃ
ｈ１ａＢ　ｈ

ｅｒａｕｓｇｅｇｅｂｅｎ　ｍｄ　ｅｍｇｅ１ｅ１ｔｅｔ　ｖｏｎ　Ｗ１１１ｙ　Ａｎｄｒｅａｓ　Ｓｔｕｔｔｇａ宜１９３９，４５

　ＶＶ
ａ１ｅｎｔｍ

，ａａ
Ｏ， Ｚｗｅ１ｔｅｒ Ｂａｎｄ，４７Ｉ１１ｕｓｔｒ１ｅｒｔｅ Ｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，１４５ＭＢｏｔ

　ｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ，５３８Ｃ ロートヘルトゥス 提案については ，

　Ｖｇｌ　Ｖｅｒ
ｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ１．８９

１０）Ｖｅｒｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ１，６８～７１Ｖｇ１ＶＶａ１ｅｎｔｍａａ Ｏ， Ｚｗｅｌｔｅｒ Ｂａｎｄ，６６

　ＭＢ
ｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃ ｈｅｒ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ，５１８～５１９

１１）ＭＢｏｔｚｅｎｈａ血，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ，５１９～５２０なお，国王は政府の

　憲法草案に対して譲歩したが，それはいやいやながらの賛成であ った。そのさい ，

　国王かとくに嫌悪感をもっ たのは，上院（ｄ１ｅ　ｅｒｓｔｅ　Ｋａｍｍｅｒ）の構成についてて

　あ った。この点については，Ｖｇ１．Ｅｂｄ
．，

５３６～５３７

１２）　
カノフハウセノ演説については，Ｖｇ１Ｖｅｒ

ｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ１，５２～５３

１３）ベレソヅ提案については，Ｖｇ１．Ｅｂｄ
．，

１５６

１４）ＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ，５２０

１５）　Ｖｇｌ　Ｖｅｒ
ｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ１．１５８

１６）　Ｖｇ１．Ｅｂｄ
．，

１６９

１７）以上については，Ｖｇ１Ｖ　Ｖａ１ｅｎｔｍ　ａ　ａ　Ｏ ，Ｚｗｅ１ｔｅｒ Ｂａｎｄ，６７～６８ｍｕｓｔｒ１ｅｒｔｅ

　Ｇｅｓｃ
ｈｉｃｈｔｅ，１４５～１４６

１８）Ｖ　 Ｖａ１ｅｎｔｍ，ａ　ａ　 Ｏ， Ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ，４８Ｒ 　Ｓｔａｄｅｌｍａｍ　ａ　ａ　 Ｏ， １４６，訳，２０３

　へ 一ノ。
ｎ１ｕｓ血１ｅｒｔｅ　Ｇ

ｅｓｃ
ｈ１ｃ ｈｔｅ，１４８～１４９　なお，市民軍の成立から解体に至る

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１９）



２３２　　　　　　　　　　立命館経済学（第３９巻 ・第５号）

　　過程については，川越修『ベルリン　王都の近代一初期工業化 ・１８４８年革命』ミ

　　ネルヴ ァ書房，１９８８年 ，１６０～１８２べ 一ジを参照せよ 。

　１９）Ｖｇ１ＶＶａ１ｅｎｔｍａａ Ｏ， Ｚｗｅ１ｔｅｒ Ｂａｎｄ，５１，６９～７１Ｉ１１ｕｓｔｒ１ｅ血ｅ Ｇｅｓｃｈｌｃｈｔｅ
，

　　 １４９～１５０。なお，武器庫襲撃事件およびベルリンの民主派組織との関係につい

　　 ては，若原憲和「４８年革命におげるベルリン民衆運動一６月１４日兵器庫襲撃をめ

　　ぐって一」西洋史学，１２８号 ，１９８２年，を参照せよ 。

２０）議院規則草案については，Ｖｇ１Ｖｅｒ
ｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ１，４～６

２１）　８つの部会のメンバー については，Ｖｇ１．Ｅｂｄ
．，

９１～９３

　２２）　Ｖｇ１．Ｅｂｄ
．，

１９７～２０３

２３）Ｖｇ１ＶＶａ１ｅｎｔｍ
，ａａ

Ｏ， Ｚｗｅｌｔｅｒ Ｂａｎｄ，７１～７２ＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ

　　 Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ，５２１Ｉ１１ｕｓ血１ｅｉｅ　Ｇ
ｅｓｃ

ｈ１ｃｈｔｅ，１５０　なお，国民議会の中央派は

　　 「革命の正当な評価」に賛成し，ツァハリエの提案に反対の投票をしていたので ，

　　中央派からの入閣を拒否した（Ｍ　Ｂｏｔｚｅｎｈ
ａ汀，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｎｓｍｕｓ

，

　　５２２）。

２４）Ｖ．ヴ ァレンティ：■は，全ドイツの民衆運動の推移を基準として ，「三月革命」

　　を５段階に区分している 。（１）革命の前史〔解放戦争→１８３０年の民衆運動→４０年

　　代の本来の準備期〕 ，（２）最初ｇ勃発と外見的勝利〔１８４８年３月と４月の革命と６

　　月までの展開〕 ，（３）杜会革命的，国民主義的威嚇とその結果としての反革命の開

　　始〔６月から１１月まで〕 ，（４）第２の勃発〔１８４８年１１月から１８４９年４月〕 ，（５）反革

　　命の勝利〔帝国憲法をめぐる斗争，１８４９年４月から７月まで〕（Ｖ．Ｖａ１ｅｎｔｉｎ
，ａ．ａ

　　Ｏ ．，

Ｚｗｅｉｔｅｒ　Ｂａｎｄ，５４５～５４７）。

　　　 ここでは，官僚政治の相対的自立性の維持を憲法とその制定過程の検討を通じ

　　 て明らかにすることを課題としているので，革命期，反革命期，その後，の３段

　　階に区分し，その内部では内閣の交代を軸として考察をすすめることにしたい 。

　　革命期〔カ：／ プハウゼ１／ 内閣〕 ，反革命期〔アウエルスヴ ァルト内閣→ブフエー

　　ル内閣→ブラン デンブルク内閣とプ ロイセソ 憲法の制定〕 ，その後〔１８５０年１月

　　３１日以降〕。

　第一の注目点は，創設されるドイツ国民国家内部におけるプ ロイセンの地位

をめぐるブ ロイセソ 国民議会とフランクフルト国民議会との対立である 。その

さい，自由派のみでなく民主派も矛盾した行動をとっ た。 民主派のばあい，プ

ロイセンの自意識と使命意識（Ｐ・ｅｕＢ
ｌ・・

ｈｅ　Ｓ・１ｂ・ｔ－ｕｎｄＳ・ｎｄｕｎｇ・ｂｅｗｕＢｔ・・ｍ）に基

づいて，一方でフランクフルト国民議会の上位の権威を原理的に承認しながら ，

他方でその決議に反対する権利を要求するという矛盾した態度をとり ，帝国摂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７２０）
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政（Ｒｅｉ・ｈｓｖｅ・ｗｅ・ｅ・）設置のさいには，ハプスブルク王国のもとにプ ロイセン が

格下げになることに反対して ，フロイセ／愛国主義，いな ，フロイセ１／ 君主政

への志向すら表明したのであ った。自由派もまた，かれらの友人であるプ ロイ

セン選出のフランクフルト国民議会自由派議員が，ドイツ 国民国家内部におい

てプ ロイセソ が特別のアイデ ソティティ を維持するというプ ロイセン 国民議会

の要求を看過し，一連の決議においてプ Ｐイセノの利益を傷つけたと繰り返し

非難したのであ った 。

　民主派と自由派の矛盾した行動の基礎には，プ ロイセノ 国民議会が国民主権

の正当な機関なのか，またはパウロ 教会に体現している全体に対するドイツ 国

民の一部を形成するのか，という問題が横たわ っていた。この問題から発する

緊張は両国民議会の召集以前にすてに伏在し ，両議会召集後，さまさまな争点

をめぐっ て顕在化し，秋に民主派がプ ロイセン 国民議会をパウロ 教会に対する

民主主義的平衡錘にしようとした時に主導権争いへと発展し ，１２月初めにフロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
イセン 国民議会が解散させられるまでつづいたのである 。

　ここでは革命期を取り扱うので，差当り以上の問題を，５月２２日のプ ロイセ

ソ国民議会の開会とともに生じた，プ ロイセ１■ 憲法とドイツ 憲法との関係をめ

くる問題と ，カノプハウセノ 内閣退陣直後に生じた，帝国摂政問題を取り上げ

て， 民主派に焦点を当てて考察しておきたい。議会主義的止憲君主制憲法の制

定を志向したプ ロイセソ 国民議会の弱点と矛盾とが民主派に焦点を当てること

により最も鮮明になると考えるからである 。

　プ ロイセン 国民議会の開会に対して ，世論のなかに，ドイツ 憲法が制定され

るまで召集を延期すべきである ，との声があ った。フラノクフルト国民議会の

選挙準備を監視するための常設機関として ，準備議会により設置された５０人委

員会（５０・・’Ａｕ… ｈｕＢ）は，４月２５日に，各邦におげる憲法制定議会は帝国憲法

（Ｒｅｌ・ｈ・ｖ・・ｆ…ｕｎｇ）か完成した後に初めて召集されねはならない，と決議した 。

カンプハウゼ１／ 内閣はこの決議を深く心に留めてはいたが，プ ロイセ１／ 憲法を

制定するという３月の国王の約束を，帝国憲法の完成まで延期することはでき

ないと判断した。５月２２日の開院式の勅語では，ドイツの統一は確固不動の目

　　　　　　　　　　　　　　　　（７２１）
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標であると述べたうえで，フランクフルト国民議会の成果を喜んで待つが，プ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
ロイセンにおける憲法制定の緊急の必要がそれを許さないと述べて ，プ ロイセ

ン国民議会に対するフランクフルト国民議会の決議の上位の効力（・ｉｎｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）ｕｂ・・ｇ・０・ｄｎ・ｔ・ Ｇ・１ｔｕｎｇ）を明言することを，注意深く回避したのであ った 。

　こうした事態の推移のなかで，フランクフルト国民議会は５月２７日にラヴ

ォー（Ｒ・ｖ・・ｕｘ）提案をめぐる討議の結果，５０人委員会の決議を緩和するに至

った 。

　穏健左派に属するケルン選出の議員ラヴォー は， パウロ 教会における５月１９

日の第２会期にフランクフルトとプ ロイセ１■の両国民議会に選出された議員は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
両方の議席が容認されなければならない，と提案した。これをめぐる討議にお

いて二重議席が問題ではなく ，個 々の領邦政府と国民議会に対するフランクフ

ルト国民議会の主権（ＳＯｕｖｅ・・ｍｔａｔ）が問題とな った。すなわち，帝国憲法と一

致しない領邦の憲法の諸規定は即座に無効であるとの見解と ，諸邦の基本法が

帝国憲法と一致したものに修正されなげれぱならないとの見解が対立した 。

　予備協議委員会（ｄ・・ｖ・・ｂｅ・・ｔ・ｎｄ・ Ａｕ… ｈｕ・・）の多数は後者に賛成てあり ，委

員会を代表してウユ ルテノヘルクの３月大臣 レーマー（Ｒｏｍｅ・）か，第８会期

の５月２７日に総会において強調したのは，各邦の憲法の修正は帝国憲法の制定

まで延期されなげればならないが，オーストリーとプ ロイセンでは「さまざま

の障害となる内部諸関係の調整のために憲法制定国民議会が直ちに召集される

ことが必要である」ので，各邦の議会（Ｌ・ｎｄｔ・ｇ）の開催に反対の通告がなさ

　　　　　　　　　　　　　　５）
れてはならないという点であ った。しかし，すでに委員会で主張されていたヴ

ェルナー（Ｗｅｍｅ・）の妥協提案が採用された。それは，各邦の議会と憲法制定

議会の召集には賛成できないか，極左の主張に対してはトイソ 憲法の無制限の

優位を主張することを断念し，委員会多数派の意見に対しては「制定された全

体の憲法と一致しないドイツ 諸邦の憲法のすべての規定は，前者の基準にした

がっ てのみ有効と看傲されねぼならないが，その時まで存続する効力は妨げら
　　　　　　　　　　　　６）
れない」というものであ った 。

　プ ロイセン 国民議会左派は，第１２会期の６月７日にべ 一ンシ ュ提案（Ａｎｔ・・ｇ

　　　　　　　　　　　　　　　　（７２２）
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Ｂ・ｈｎ・・ｈ）によりこれと同調した。すなわち，ドイツ 憲法の完成後，プ ロイセ

ノ憲法の「最終決議（Ｅｎｄｂ… ｈ１ｕＢ）」を行なうか，それまてに革命により獲得

した諸権利と自由を定着させるための国家基本法（憲法）を作成し得るとした

うえで ，両議会の間の恒常的な結ぴ付きを維持するための委員会の設置を提案
　　　　　７）
したのである 。委員会設置については特別の緊急性カニ認められないで，この提

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
案は部会に送られて審議されることにな った。こうして民主派はドイツ 憲法完

成に至るまでのプ ロイセソ憲法制定作業と制定された憲法の有効性を主張する

ことにより ，両議会の対立の妥協点を求めたのであ った。しかし ，両議会の対

立はカンプハウゼン 内閣退陣直後に生じた帝国摂政問題で先鋭化し ，民主派は

矛盾した行動をとるに至る 。

　フランクフルト国民議会は６月２８目の法律（ｄ・・ Ｇ…ｔ・ｖ・ｍ２８．Ｊｍｉ１８４８）に

より暫定的中央権力（ｄ１・ｐ・０ｖ１…１・・
ｈ・ Ｚ・ｎｔ・・１ｇ・ｗ・１ｔ）を設置し ，カーゲル！

（Ｇ・ｇｅｍ）の「大胆な手際（ｋｕｈｎｅ・ Ｇ・１ｆｆ）」にしたか って ，オーストリー 大公 ヨ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
ハノ（Ｅｒ・

ｈｅ・・ｏｇ　 Ｊａｈａｍ・ｏｎ　Ｏ・ｔ・…１ｃｈ）を君主制の神聖な帝国摂政に選出した 。

プロイセン 国民議会の民主派は第２６会期の７月７日にヤ コビ提案（Ａｎｔ・・ｇ

Ｊｏｈ・ｍＪ・・ｏｂｙ）によりこの問題を議事日程（Ｔ・ｇ・・０・ｄｍｎｇ）にのほせた。提案

の内容は，無答責な暫定的帝国元首の設置（ｄ １・ Ｅｍ・ｅｔ・ｕｎｇ・ｍｅ・ｕｎｖ…ｎｔｗｏ・←

１１・ ｈ・ｎｖｏ・１ａｕ丘ｇｅｎ Ｒ・１・ｈ・０ｂ・・ｈ・ｕｐｔｅ・）を否認することにより ，パウロ 教会の左派

に同調するとともに，他方，しかしこのような決議を行なうフランクフルト国

民議会の権限を明白に承認することにより ，この決議に対するプ ロイセン政府

　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
の留保を拒否するというものであ った。プ ロイセン政府が，第２５会期の７月４

日に，承認文書（Ａｎ・・ｋ・ｍｍｇ… ｈ・・１ｂ・ｎ）によっ て， フラ：／クフルト国民議会

による中央権力の設置には非常な礒路てもっ てのみ賛成するか，今後類似のは

あいの先例としないと告知していたからてある 。この文書では，さらに戦争と

平和に関しては国民議会が必然的に関与するという規定を，いかなるばあいに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
も国民議会の事前の賛成を必要とするものではない，と解釈すると述べた 。

　ヤ コビ提案の最初の部分は創出されるドイツが共和制でなければならないか ，

立憲君主制でもよいのか，という問題てあり ，第２の部分はフラノクフルト国

　　　　　　　　　　　　　　　　（７２３）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
民議会の主権（ＳＯｕｖ…ｍｔ・ｔ）をめくる問題であ った。この提案をめくっ て， 第

１７，１８会期の７月１１目と１２日の２目間，原則討議（Ｇ・ｕｎｄ・・ｔ・ｄ・ｂ・ｔｔ・）かなされ

た。 そのさい，第２の部分に関して ，例えば ｖ． キルヒマソのように，プ ロイ

セン が統一ドイツの一つの州の地位に下降し ，「プ ロイセン が破減したとして

も， わたしは恐れない。プ ロイセンの住民，種族（ｄｉ・ Ｇｅ・ｃｈ１・・ｈｔｅ・）は存続す

　　　　　　　　　　　　　１３）
るし ，幸福だと感じるであろう」という意見をもつ二，三の議員が左派と中央

左派に存在したが，総じてすへての党派ともブ ロイセ：／の下降には反対であ っ
１４）

た。

　ところで，この討議の過程でヤ コビ提案の非一貫性，すなわち一方でパウロ

教会の最高決定権を強調し，他方でパウロ 教会による帝国摂政選出に反対する
　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
こと ，に対して非難があびせられた。その弁明に立 ったＢ．ヴ ァルデ ックは ，

ヤコヒ 提案の第一の部分は共和国か，君主国か，という問題であり ，フラノク

フルト国民議会の権限を否定しょうとしているのではなく ，プ ロイセン 国民の

名前においての「警告的呼ぴ掛け（ｅｍ　ｗ・ｍｅｎｄ・・ Ｚｍｆ）」であり ，第二の部分

はプ ロイセン政府が フランクフルト国民議会の決議に疑念を表明した点への反

論である ，と述べた。プ ロイセソ政府が，中心点を確立するというフランクフ

ルト国民議会の権利を否定し，３４の領邦の同意が必要であると主張するならぼ
，

一つの軍隊，一つの共同の艦隊，共同の外交の形成か不可能になるからてある 。

　ついで，かれは，宣戦布告にさいして ，緊急のばあいには，フランクフルト

国民議会の関与の必要なし，とするプ ロイセ１／政府のいま一つの留保をつぎの

ように論難した。この留保の結果，「われわれは帝国摂政の権力をなお増大さ

せ， われわれやトイソ国民議会か何も言い得ないで ，緊急のはあいには自己の

意志で宣戦し，不得策な戦争に巻き込む権利を与えようと欲するのか。諸君 ，

これは政策であるかも知れないが，ドイツの，いわんやプ ロイセソの政策では

ない。われわれは，長い間トイソのために圧倒的勝利をもたらした劔を喜んで

国民会議のふところに入れ，トイソの中央元首（ｄ・・ Ｚ・ｎｔ・・１－Ｏｂ・・ｈ・ｕｐｔ）に喜ん

で引き渡そう 。われわれはこのことによりプ ロイセンの武名の基本財産を減少

しはしない，否，それを増大するのである 。しかし，かれの考えだけで宣戦し

　　　　　　　　　　　　　　　　（７２４）
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得る帝国摂政に，フリードリッヒ 大王の劔を委ねようとは思わない。諸君，わ

れわれは明蜥であり ，不変であり ，かつ公明正大であるので，われわれは，つ

ねにドイソの先頭に立ち，ドイツの統」を独力でもたらし得る国民であること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
を確信しよう 。わたしは提案に賛成である」と 。

　激しいブラボーの声とともに終 ったこの演説において ，Ｂ．ヴ ァルデ ックは ，

プロイセソとドイツの両方において共和主義の実現を志向する立場から帝国摂

政の設置に反対したヤ コビ提案を，フリードリッヒ 大王の劔をもち出すことに

より覆えした。事実，Ｂウァルテ ヅクは，自分自身ては共和主義者ても ，民

主派ても絶対君主政派てもなく ，安寧（Ｈｅ１１）を中心に自由を理想と考えてい

たのであるが，フリードリッヒ 大王の劔をもち出すことにより ，プ ロイセンの

国家，プ ロイセンの歴史，プ ロイセ１／の伝統への忠誠（Ｔ・・ｕｅ）を表明し ，ハ

プスフルク君主政のもとへのフロイセノの併合の危機を訴えたのてあ った 。

　また，左派内部でも ，はるかに右よりであ ったテメェ が強調したのはフラン

クフルト国民議会の決議はプ ロイセン 人としてのかれの資格において「悲しみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
として心に刻まれた」，ということであ った。かれは強いドイツにおける強い

プロイセノ王国を欲し ，王国からプ ロイセンの領土の一部を分離して ，プ ロイ

セソ を共和国に転化することにも ，フラソクフルト国民議会が領邦国家の存続

に干渉することにも反対した。ｒドイツ 議会は全体の法律，全体の憲法につい

て決定しなければならないが，プ ロイセソ領邦国家またはドイツ 帝国の他の領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
邦国家の権利に干渉することは許されない」。 但し ，かれかトイソ 諸邦の君主

の主権（ＳＯｕｖｅ・ａｎｉ伽・… ｈｔ・）７こ干渉しない強力な＝連邦国家の憲法をどのように

心に画いていたのか，については述べなか った 。

　以上から，もとよりＢ．ヴ ァルデ ックとテメェ がプ ロイセン 愛国主義でもっ

て当時のプ ロイセン 国民議会の左派の多数を代表していたのか，またはユノク

（Ｊｕｎｇ）がプ ロイセ１■ を陪臣格に下降させ，プ ロイセソ を解消することで多数

を代表していたのか，を決定することは困難であるが，フラノクフルト国民議

会， とりわけハプスブルク王国に対して ，プ ロイセノ 左派内部に，プ ロイセン

愛国主義が存在し，君主政的志向すらもっ ていたことが，左派とくに民主派の

　　　　　　　　　　　　　　　　（７２５）
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弱点を形成するとともに，プ ロイセン 国民議会の弱点をも形成し，革命挫折の

一要因とな ったのである 。なお，ヤ コヒ 提案は第２８会期の７月１２日に反対２６２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）票， 棄権４８票，賛成５３票でもっ て否決され，暫定的中央権力に対するプ ロイセ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
ン政府の留保が間接的に承認されたのであ った 。

　両国民議会の対立は，反革命期に入 っても ，８月初めの帝国摂政に対してつ

ぎつぎと忠誠を誓う観兵式（ｅｍ・ Ｐ・・ａｄ・ｍ１ｔ・ｎ・・ｈｌ１ｅＢ・ｎｄｅ・ Ｈｕ１ｄ１ｇｕｎｇｆｕ・ ｄｅｎ

Ｒ… ｈ・ｖ・・ｗ・…）をめくる対立，８月のマルメ（Ｍ・１ｍｏ）の停戦をめくる対立
，

１Ｏ月のポー ゼン 州のポーランド人居住地域をドイツ 国民国家の領域より除外す

るドイツ 憲法規定をめぐる対立，１０月末のフラソクフルト周辺での結杜と集会

の自由の停止をめぐる対立，とプ ロイセン 国民議会が解散させられるまでつづ

くのである 。そのさい，ブ ロイセン 国民議会左派は，つねに積極的にではなか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
ったにせよ ，いつもプ ロイセン愛国主義の立場を堅持したのであ った 。

　第二の注目点は側近党の形成を中心とする ，反革命が勝利していく明牙の形

成である 。

　３月２６目にすてに先見の明のある超保守主義思想家，ゲルラ ヅハ兄弟の弟

Ｅ　Ｌ　ｖゲルラ ヅハ（Ｅｍ・ｔ　Ｌｕｄｗｌｇ　ｖ　Ｇ・・１・・ｈ）が，公然と保守派全体の糾合運動

（ｅｍｅ・１１ｇ・ｍｅｍ・ｋｏｎ…ｖ・ｔ１ｖｅｎｓ・ｍｍｅ１ｂ・ｗｅｇｕｎｇ）を呼ぴ掛けた。州議会における

自由派の暴動と第一回合同州議会での経験を経て，かれはそれへの対抗物が必

要であると考えた。こうして弟を推進老に，ポツダムの兄 レオポルト
（Ｌ・０ｐｏｌｄｖ　Ｇ・・１・・

ｈ）の住居「黒熊（Ｓ・ｈｗ・・… Ｂ・・）」を司令部として側近党の

中核が形成されたのである。しかし，かれらは最初は失敗した 。

　ところで，３月２９目のカ■プハウセン 内閣の成立に対する保守的な反発がゲ

ルラ ヅハ兄弟を中心とする側近党，すなわち偽作の「内閣」（・ｍ・ｐｏｋ・ｙｐｈ・・

。Ｋ・ｂｍ・ｔｔ
‘‘

）へと濃縮した時に，保守派の首脳が，情勢に適合した政策を作成

し， それを遂行し得る陣地を築くことができたのである 。第二回合同州議会が

改めて保守派の弱体を露呈した後，結局敵の方法を模倣するというゲルラ ヅハ

兄弟の要請がすでに大きな反響を得ていた。しかし，４月と５月の選挙戦の敗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
北か，これまでの保守派の緩慢ないわは修業過程に終止符を打つことにな った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（７２６）
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　すなわち，５月に国王は意気消沈の状態にあ った。ヘッセソ 大使（ｄ・・
ｈ・・

一

ｓ１ｓｃ
ｈｅ Ｇｅｓａｎｄｔｅ Ｇｅｎｅｒａ１ｖＳｃｈａｆｆｅｒ－Ｂｅｍ・ｔｅｍ）は，　５月２１日にタルムノユタ ソト

宛につぎのように報告した。「すべては魔法の一撃のように崩壌した。国王は

かろうじて逃走した。…… かれはこれまで忌避していたポツダムの市城
（ＰＯｔ・ｄａｍｅ・ Ｓｔ・ｄｔ・ｃｈ１０Ｂ）において殆と顧りみられることのない生活を送 ってい

る。 かれはベルリソヘは一寸留まる予定でや ってくる 。……殆ど気付かれるこ

となく城へ大臣がや ってきて ，また戻 っていく 。国王の才能と勇気への信頼は

重々しい失望のなかに沈んでいる 。恥辱と内心の叱責が重くかれにのしかか っ

ている 。すでにかれは外見においても疲れきっ ている」と 。こうした状況のも

とで，国王は５月にサノスーシー（Ｓ・ｎ・・０ｕ・ｉ）に移り ，屡 々かれの高級副官 ，

レオポルト ・ゲルラ ッハを頂点とする側近党と会合をもつようにな った。ドイ

ツの反革命の開始としての７月革命（ｄｉ・Ｊｕじ・・ｖ・１ｕｔｉ・ｎ・１・ ｄ・・ Ｂ・ｇｉｍ・ｉｎ・・ ｄｉ・ｂ・
一

１１・ｃｈｅｎ ＲｅｖＯ１ｕｔ１０ｎ１ｅ・ｕｎｇ　Ｄｅｕｔ・ｃｈ１ａｎｄｓ）の準備かここで整えられるのである 。

　側近党は不幸な国王の気持を誘引するために，シ ュタイ１■ ，ハン デンベルク

の農業立法によりフロイセノは「共産主義的に革命化され」，財産を尊重する

気風が当時すでに奪われた，との歴史の歪曲を行な った。この結果，フリード

リッヒ ・ヴィルヘルムー世とフリードリッヒ 大王で頂点に達した君主的絶対主

義の復活が国王の心に植えつけられた。こうした側近党の後押しにより ，国王

はかれ自身の内閣に対する ，既述のような率直で ，抜け目のない宣戦布告の手

紙をカソプハウゼ１／に書いたのである 。こうして ，「三月革命」により打ちひ

しがれていた国王は再び勇気を取り戻し ，秩序を回復しようと欲し ，かれの権

力と威厳に陶酔するようにな ってい った。実際，国王は革命を罪悪と感じ ，側

近党は毎夕国王が伝説の騎士聖ゲオルクとして悪竜王（Ｄ…ｈ・）を殺さなげれ

ばならないと語 ったのである 。

　国王はかれに生じた「不正」について話すようになり ，すべてを大臣の責任

とした。かれは，大臣か時間を浪費しないため，ポソタムで会おうとしなくな

り， カソプハウゼン を解雇すると威嚇しようとした。側近党の説得によりこの

考えを撤回したにせよ ，国王は自己と自己の使命への信念を強化してい った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（７２７）
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そのさい，ビスマルクはなお非常に若か ったのであるが，側近党の副官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）（Ａｄｊｕｔａｎｔ・ｎｄ１ｅｎ・ｔｅ　ｄｅ・ Ｋ・ｍａ・ｍ・）の役割を果たしたのであ った。なお，国王の

自信は，１０月１５日の国王誕生日に王権神授説を表明し ，１Ｏ月末には，国王は３

月の約束を守り ，国民議会との協定により憲法を作成すべきである ，とする側
　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
近党の考えとも衝突するに至るのである 。以上のように７月以降の反動と反革

命の勝利への明牙か革命期に芽はえたのである 。

　反革命の勝利との関係でいま一つ重要なのは，皇太子帰還問題（ｄｉ・ Ｆ・・ｇ・

ｄ・・ Ｒｕ・ｋｋ・ｈ・ｄ・・ Ｐｍ・ｅｎ　Ｗ１１ｈ・１ｍ・ｏｎ　Ｐ・・ｕＢｅｎ）を一主要契機として ，とくに５

月以降プ ロイセノ各地で右翼団体か形成された点である 。皇太子帰還問題の経

過はつぎの如くであ った 。

　３月２０日 ，「霞弾皇太子（Ｋ・肘・ｔ・・ｈ・ｎｐ・ｍ・）」との指弾を受けてイギリスに亡

命→４月 ，国王がカンプハウゼソに皇太子の帰国を要求今５月８日 ，閣議

（Ｍｍ１・ｔｅ…ｔ）においてカ／プハウセ！が召還（Ｒｕ・ｋｂ・・ｕｆｕｎｇ）を決定→民主派

が抗議→５月１３日 ，皇太子かフリュヅセルに到着今５月１４日 ，「武装した民衆

集会（ｅｍｅ ．ｂｅｗａｆｆｎｅｔｅＶｏｌｋ・ｖｅ・ｓａｍｍｌｍｇ
‘‘

）」か ：■エー／ハウサー門
（Ｓ・ｈｏｎｈ

ａｕ… Ｔｏ・）前で開催→５月１５日 ，皇太子か帰国前に新しい立憲的秩序

を承認するとカ■ブハウセ：／が説明今６月６日 ，カンプハウセ■が国民議会に

おいて ，王位継承者てある皇太子を召還する提案は政府の義務であり ，憲法を

確実に，かつ継続的に基礎つける手段の一つとして必要である ，と説明→６月

７日 ，皇太子のポツダム 帰還→６月８日 ，皇太子が国民議会において将軍の服

装でガラガラ音を立てるサ ーベルを着用して短い演説＝国民議会は国王との協

定による憲法の作成と立憲君主制の確立を使命とする ＝＞右派はフラホー 左派
　　　　　　　　　　２６）
はシーシーと不満を表明 。

　そのさい，保守陣営は当然皇太子の帰還を歓迎したのてあるか，帰還反対の

民衆運動や自由派と民主派の団体（Ｖ…ｉｎ）と対抗しつつ，とくに５月以降各

地で右翼団体を形成した。「愛国団体（Ｐ・位ｉｏｔｉ・・ｈ・ Ｖ…ｉｎ）」 ，「ブ ロイセソ 同盟

（Ｐ・・ｕＢ１・ｃ
ｈ・一Ｖ・・ｅｍ）」等かそれである 。こうした地方右翼団体を糾合するため

に， ７月１目に「新プ ロイセン 新聞」，いわゆる「十字新聞」がゲルラ ッハ兄

　　　　　　　　　　　　　　　（７２８）
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弟を中心に発行され，側近党と地方右翼団体が結び付くと同時に，軍隊内で７

月以降発行され始めた数 々の古プ ロイセノ 軍隊精神（ｄ…
　ｌｔｐ・・ｕＢｉ・・

ｈ・

Ｍ１１１ｔ・・ｇ・１・ｔ）を鼓舞する出版物とか共鳴し ，反革命の拠点か構築されるに至る
　　　２７）
のである 。

　以上，反革命期において反革命が勝利する拠点の明牙か革命期に側近党と地

方右翼団体の形成によっ て作出されたことが，第２の注目点である 。このよう

に革命期にすでに革命の挫折と反革命の勝利への明牙か形成されるのてある
。

われわれはつぎに憲法制定過程を中心に反革命期の考察に移ることにしよう
。
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１０）　Ｖｅｒ
ｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ１，３６７～３６８

１１）　Ｅｂｄ
．，

３６０

１２）　７月１１日のＢ．ヴ ァルデ ックの演説を参照せよ 。Ｅｂｄ
．，

４１６～４１７

１３）　Ｅｂｄ
．，

４４５

１４）　 この点は中央左派のＣ．ロードベルトゥスにも妥当した。かれは，１７８７／８８年

　以来のアメリカを模範として ，各邦議会がドイツ 憲法を承認する権利を要求し ，

　その時まで，少なくともプ ロイセン政府とフランクフルト国民議会との間に意見

　の相違が生じたばあい，プ ロイセノ 国民議会に最終の決定を下す権利が存するこ

　　　　　　　　　　　　　　　（７２９）
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　　とを要求した。また，ウァイクセルス（Ｗｅ１ｃ
ｈｓｅ１ｓ） ，アルノソ（Ａｍｔｚ），さら

　　にプ ロイセソの統一ドイツの一州への下降を認めた Ｖ． キルヒマソすらも ，フラ

　　 ソクフルト国民議会に最高の決定権を認めないで，各邦議会との間の権限の区画

　　にさいしては，フロイセ：■ 国民議会の関与権（Ｍｌｔｗｌｒｋｕｎｇｓｒｅｃｈｔ）を主張したの

　　であ った（Ｅｂｄ
．，

４３５，４４２ｆ，４４５ｆ）。

　　　中央右派のトウ：■カー　コソノユ（Ｄｍｋｅｒ－Ｋｏｓｃｈ）もハウロ 教会の主権要求
　　（Ｓｏｕｖｅｒａｎ１ｔａｔｓａｎｓｐｒｕｃｈ）には留保か必要であると強調し，すへての領邦の個性

　　（Ｓｔａａｔｓｍｄ１ｖ１ｄｕａ１１ｔａｔｅｎ）を解消するような統一トィソの創設を委任することは

　　できないとの立場をとっ た。 この点はウァヅクスムート（Ｗａｃｈｓｍｕｔｈ）の演説

　　で表明された（Ｅｂｄ ．，

４３４ｆ）。

　　　右派は，ヤ コヒ 提案にみられるｒ愛郷心（Ｌｏｋａ１ｐａｔｒ１ｏｔｌｓｍｕｓ）」の断絶要求に

　　反対し，古プ ロイセ１／の存続が問題であり ，プ ロイセソ 国王がドイツの「最大の

　　州の知事（Ｐｒａｆｅｋｔｅｎ　ｄｅｒ　ｇｒ６Ｂｔｅｎ　Ｐｒｏｖｉｎｇ）」になることに対して嫌悪を表明し

　　た〔ｖ．ザイドウ（ｖ．Ｓｙｄｏｗ）の演説〕（Ｅｂｄ
．，

４４１．なお，以上については
，Ｖｇ１

　　ＭＢｏｔｚｅｎｈａｉ，ＤａｓｐｒｅｕＢ１ｓｃ
ｈｅ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔ，１９～２１）。

　１５）　
ソユ ナイター（Ｓｃｈｎｅ１ｄｅｒ）の演説。Ｖｅｒｈａｎｄ１ｍｇｅｎ，Ｂａｎｄ１．４１５

　１６）　Ｅｂｄ
．，

４１６～４１７

　１７）　Ｅｂｄ
．，

４３８

　１８）　Ｅｂｄ
．，

４３９

　１９）　Ｅｂｄ
．，

４５２

　２０）以上については，なお，ＶｇｌＭＢｏｔｚｅｎｈ航，Ｄａｓｐｒｅｕ
脳ｓｃｈｅ Ｐａｒｌａｍｅｎｔ，１４

，

　　 １９～２２ヤ コヒの経歴と思想については，Ｖｇ１Ｂｌｏｇｒａｐｈ１ｓｃｈｅｓ　Ｗｏれｅｒｂｕｃｈ　ｚｕｒ

　　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｇｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ　Ｂｅｇｒｍｄｅｔ　ｖｏｎ　Ｈｅｌ１ｍｕｔｈ　Ｒｏｓｓ１ｅｒ　ｍｄ　Ｇｕｎｔｈｅｒ　Ｆ

ｒａｎｚ

　　 ｚｗｅ１ｔｅ，ｖｏ１１１ｇ　ｎｅｕａｒｂｅ１ｔｅｔｅ　ｕｎｄ　ｓｔａｒｋ　ｅｒｗｅ１ｔｅ血ｅ　Ａｕ丑
ａｇｅ，Ｂｅａｒ

ｂｅ１ｔｅｔ　ｖｏｎ　Ｋａｒ１

　　 Ｂｏｓ１，Ｇｕｎｔｈｅｒ　Ｆｒａｎｚ　Ｈａｍｓ　Ｈｕｂｅｒｔ　Ｈｏｆｍａｍ，Ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ，Ｍｕｎｃｈｅｎ１９７４
．

　　 １２９０～１２９１Ｂウァルテ ソクの経歴と思想については，Ｖｇ１ＷＳｃｈｕ１ｔｅａａ

　　Ｏ ．，

１９０，５５６～５５８．ここで，Ｗ．シ ュルテは，Ｖ．ヴ ァレソテイン がＢ・ヴ ァルデ

　　　ソクを共和主義者と述へている点を批判している（Ｖ　Ｖａｌｅｎｔｍ，ａ　ａ　Ｏ ，Ｚｗｅ１ｔｅｒ

　　Ｂａｎｄ，４４）。

２１）Ｖｇ１ＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，ＤａｓｐｒｅｕＢ１ｃｈｅ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔ，２２～２８

２２）Ｖｇｌ　Ｅ　Ｍａｒｃ
ｋｓ，ａ　ａ　Ｏ ，４６Ｈ －Ｕ　Ｗａｈ１ｅｒ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ

　７２７～７２８

２３）　Ｖｇ１Ｖ　Ｖａｌｅｎｔｍ，ａ　ａ　Ｏ ，Ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ，６４～６５

２４）Ｒ　Ｓｔａｄｅ１ｍａｍ　ａ　ａ　Ｏ ，１４８～１５０，訳，２０５～２０７へ 一！。 なお，国王か頑固な

　復古的，守旧的態度を貫ぬこうとしたのに対し，側近党や「十字新聞」，またそ

　の延長線上でのブラソ デソプルク内閣は「革命ならびにその有害な原理や結果に

　　　　　　　　　　　　　　　　（７３０）



　一

　　　　　　「三月革命」と官僚政治の相対的自立性の維持（川本）　　　　　　２４３

　対する闘争と並んで，同時に事態の新しい秩序に対して積極的態度」をとっ たの

　であり ，「創造的な反革命」，すなわち本稿における用語で云えぼ，官僚的絶対主

　義から外見的立憲主義＝「隠された絶対主義」への移行を推進したのであ った 。

　かれらが「単なる反動にすぎず，進歩的にも近代的にもな っていなか ったとすれ

　ば，２０世紀に至るまで，特権的支配者層として自己を保持することは不可能であ

　っ た」からである 。もとより ，「政治的な戦術や戦略や精神状態を，公的生活の

　自由主義的，民主的，国民的な発展傾向に，本質的には外面的かつ日和見主義的

　に適応させること以上に，決して出ることはなか った」にせよである 。この点の

　指摘としては，Ｖｇ１．Ｈ．Ｒｏｓｅｎｂｅｒｇ，Ｐｒｏｂ１ｅｍｅ　ｄｅｒ ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｓｏｚｉａ１ｇｅｓｃ ｈｉｃ ｈｔｅ，９
，

　２１～２２，訳，２１～２２，４９～５０べ 一ジ 。

２５）　Ｖｅｒ
ｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ１，１２７～１２８

２６）皇太子の演説については，Ｅｂｄ
．，

１５４．以上については，Ｖｇ１．Ｖ．Ｖａ１ｅｎｔｉｎ
，ａ．ａ

　Ｏ ，Ｚｗｅ１ｔｅｒ Ｂａｎｄ，５１～５３　Ｉ１１ｕｓｔｒ１ｅ血ｅ Ｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，１４４～１４５

２７）Ｖｇ１Ｖ　Ｖａｌｅｎｔｍ　ａ　ａ　Ｏ ，Ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ２２９～２３２　Ｅ　Ｍａｒｃ
ｋｓ，ａ　ａ　Ｏ ，４６

　　Ｈ －Ｕ　Ｗｅｈ１ｅｒ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，７２７～７２８

（７３１）




